
会 議 録 第 ２ 号 

 

１．招集日時   令和３年１２月２日（木） 午前１０時 

１．招集場所   牛久市役所議場 

１．出席議員   ２０名 

 １番  鈴 木 勝 利 

 ２番  藤 田 尚 美 

 ３番  秋 山   泉 

 ４番  伊 藤 裕 一 

 ５番  長 田 麻 美 

 ６番  山 本 伸 子 

 ７番  柳 井 哲 也 

 ８番  石 原 幸 雄 

 ９番  甲 斐 徳之助 

１０番  池 辺 己実夫 

１１番  守 屋 常 雄 

１２番  加 川 裕 美 

１３番  北 島   登 

１４番  杉 森 弘 之 

１５番  須 藤 京 子 

１６番  黒 木 のぶ子 

１８番  諸 橋 太一郎 

１９番  市 川 圭 一 

２１番  遠 藤 憲 子 

２２番  利根川 英 雄 

 

１．欠席議員   なし 

 



１．出席説明員 

市    長  根 本 洋 治 

副 市 長  滝 本 昌 司 

教 育 長  染 谷 郁 夫 

市長公室長  滝 本   仁 

経営企画部長  吉 田 将 巳 

総 務 部 長  植 田   裕 

市 民 部 長  小 川 茂 生 

保健福祉部長  内 藤 雪 枝 

環境経済部長  山 岡   孝 

建 設 部 長  長谷川 啓 一 

教 育 部 長  吉 田 茂 男 

会計管理者  関   達 彦 

監査委員事務局長  本 多   聡 

農業委員会事務局長  結 速 武 史 
 

経営企画部次長兼 

政策企画課長  栁 田 敏 昭 
 

総務部次長兼 

人 事 課 長  二野屏 公 司 
 

市民部次長兼 

市民活動課長  栗 山 裕 一 
 

保健福祉部次長  飯 野 喜 行 
 

環境経済部次長兼 

商工観光課長  大 徳 通 夫 
 

建設部次長兼 

下水道課長  野 島 正 弘 
 

建設部次長兼 

都市計画課長  藤 木 光 二 
 

教育委員会次長兼 

生涯学習課長  大 里 明 子 
 

教育委員会次長兼 

学校教育課長  川真田 英 行 
 

全 参 事 



１．議会事務局出席者 

事 務 局 長  野 口 克 己 

庶務議事課長  飯 田 晴 男 

庶務議事課長補佐  宮 田   修 

庶務議事課主任  椎 名 紗央里 

 

 



令和３年第４回牛久市議会定例会 

一般質問発言事項一覧表（通告順） 

質問議員名 質問事項 要  旨 答 弁 者 

１．石原 幸雄 

（一問一答方式） 

１．「出資法人の経

営状況の公表の義

務化」について 

 

 

 

 

２．「ＮＰＯ法人サ

ンライズとの対比

におけるデマンド

型タクシーのあり

方」について 

 

 

 

 

３．「都市計画行

政」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「建造物文化財

の耐震化」につい

て 

 

５．「国や県からの

職員の派遣要請」

について 

牛久都市開発株式会社の経

営状況の公表の義務化に向

けて、地方自治法施行令第

１５２条に基づく条例の制

定か株式の保有比率の見直

し等をすべきと考えるが？ 

 

①ＮＰＯ法人サンライズの

存在意義は？ 

②利用料や運行開始時間の

見直しをすべきと考える

が？ 

③他の自治体への乗り入れ

を検討すべきと考える

が？ 

 

①開発等に際しての公費負

担へのガイドラインを設

定すべきと考えるが？ 

②圏央道の４車線化に伴う

工場用地の拡充に向け

て、カントリーラインか

ら桂工業団地に至る市道

を整備すべきと考える

が？ 

 

国庫補助金等を用いて、女

化青年研修所と雲魚亭とを

耐震化すべきと考えるが？ 

 

県道竜ケ崎阿見線バイパス

の整備事業に係わる市職員

の派遣の要請があったと聞

いているが、今後、国や県

からの職員の派遣要請への

対応は？ 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

市   長 

関 係 部 長 

２．秋山 泉 

（一問一答方式） 

 

 

 

 

 

 

１．新型コロナワク

チン３回目接種に

ついて 

 

 

 

 

 

①厚生労働省は、３回目接

種について、２回目接種

を終えた１２歳以上の全

員を公費負担の対象とす

る方針を決めた。各自治

体は３回目接種のスケジ

ュールをホームページ等

に載せている。本市の今

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．インフルエンザ

対策について 

 

 

 

３．マイナンバーカ

ードについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後の計画を伺う。 

 

①２０２１年冬のインフル

エンザは大流行すると予

想されているが、本市の

取り組み・対策を伺う。 

 

①健康保険証として利用す

る患者側と病院側のメリ

ットを伺う。 

②健康保険証として利用す

る手続きについて伺う。 

③本市において、利用に対

応する医療機関・薬局を

伺う。 

④今後のマイナンバーカー

ドの達成目標、申請のた

めの啓発活動について伺

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．山本 伸子 

（一問一答方式） 

 

 

 

 

 

１．市民協働から市

民共創へ～第４次

総合計画より 

(1)パブリックコメントによ

る意思決定への市民参画 

・パブリックコメントの認

知度と現状について伺う 

・パブリックコメントの課

題について伺う 

・指針の策定に向けての考

え方について伺う 

(2)審議会、委員会等による

政策形成過程への市民参

画 

・会議の傍聴や議事公表の

現状について伺う 

・公募制の導入について伺

う 

・自治基本条例等の制定に

ついて伺う 

(3)文化財の保存、活用にお

ける市民との連携 

・市指定史跡小坂城跡及び

市指定文化財雲魚亭の官

民協働による取り組みに

ついて伺う 

・牛久沼周辺地区の市指定

以外の文化財の官民協働

による取り組みについて

伺う 

 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 

４．守屋 常雄 

（一問一答方式） 

 

 

１．阿見町との合併

について 

 

 

(1)仮定の話を言うのは誠に

憚れるが、隣接する阿見

町は多くの企業の誘致を

はじめ、ライトウインズ

市   長 

副 市 長 

関 係 部 長 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．生活保護のあり

方について 

 

阿見、自衛隊基地、阿見

アウトレット等を擁する

非常に個性的で魅力有る

パートナーと考えられ

る。もしも阿見町との合

併が実現すれば、双方の

観光資源と地域の魅力を

最大限に活かし、集客力

の向上に努めればますま

す住み易い環境が整い、

更なる定住人口増が実現

するものと思う。その結

果、常磐線ひたち野うし

く駅の乗降客の増加が図

られ、住み易さ一番の街

が実現できると考える。 

  また、来年度に完成す

る荒磯部屋は必ずや長い

期間日本の相撲ファンの

人気の的になるのではな

いかと思う。そして市民

の楽しみや活力アップに

つながり、これが地元経

済の底力を付け、新交通

システムへの投資等につ

ながると考える。 

  阿見町の住民の方々も

上下水道への投資が進ん

だり、教育施設や内容も

更にバージョンアップに

繋がり、更に交通網の整

備も進むものと考える。 

  今後、将来的に阿見町

との合併を目的とした話

し合いを進めていくか、

執行部の考えを伺う。 

 

(1)コロナ禍が原因で生活保

護に至ったケースについ

て、牛久市でわかる範囲

での件数とその特徴的な

原因はあるか。 

(2)引きこもりは若者だけで

はなく中年以降の方も多

くあるが、この人たちも

将来的には生活保護を受

けることになると考える

か。また、その実態を把

握しているか。それにつ

いて将来の対策を考えて

いるか。 

(3)国としても生活保護者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市   長 

副 市 長 

関 係 部 長 

 



増加には頭を痛めている

と思うが、コロナが収束

したら次の段階として根

本的な抑制策が出てくる

危険があるが、市独自の

対策を考えているか。ま

たは準備に入っている

か。 

 

５．柳井 哲也 

（一問一答方式） 

 

 

 

１．コロナ禍後の支

援策 

  魅力ある「まち

づくり」に着手 

 

 

 

 

 

 

２．牛久市の偉人に

ついて 

１）農林商工の実状につい

て 

２）市と商工会との連携と

ハートフルクーポン券につ

いて（支援策） 

３）農林業対策 

４）観光客対策 

 ・国内客とインバウンド 

 ・野菜直売所、物産店 

 

１）牛久市民が誇りとする

市の偉人にはどのような人

がいるのか 

２）その方々の展示会の予

定について 

３）現在活躍中の偉人を顕

彰する意義について 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

６．鈴木 勝利 

（一問一答方式） 

 

 

 

 

１．教員による児童

生徒に対する性暴

力の根絶について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本市職員の男女

共同参画の現状に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)近年における本市教職員

のわいせつ行為等に係る

懲戒処分件数、うち児童

生徒性暴力等件数及び当

該性暴力等の内容 

(2)児童生徒性暴力等の未然

防止のための取り組み 

(3)児童生徒性暴力等やその

疑いが発覚した場合の教

育委員会・学校の対応、

被害児童生徒への支援策 

 

(1)女性職員の割合及び近年

の女性職員採用の割合 

(2)女性の職員採用数が男性

のそれより少ない理由 

(3)本市の管理職の職位名

と、職位ごと及び部署ご

との女性管理職の割合 

(4)女性の管理職員数が男性

のそれより少ない理由 

(5)部署によって女性の管理

職員数に大きな差がある

理由 

(6)職員採用や管理職登用に

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

３．市役所庁舎移転

と牛久駅周辺地域

及び東部地区の活

性化について 

 

おいて男女均等数を達成

する目途 

(7)本市が考える男女共同参

画社会を確立するために

必要なこと 

 

(1)市役所庁舎移転の考え、

旧奥野小学校跡地への移

転という選択肢の有無 

 

７．黒木 のぶ子 

（一問一答方式） 

 

 

 

 

 

１．緑ゆたかなうる

おいのある街づく

りについて 

①住井すゑ文学館

（抱樸舎） 

 小川芋銭記念館

（雲魚亭） 

②牛久シャトー 

 

 

③近隣公園 

 

 

④河津桜の苗木購入

や管理 

 

 

２．３度目のコロナ

ワクチン接種につ

いて 

①予約に対して、ど

のように実施する

のか 

 

 

 

①周辺に河津桜や紫陽花等

の花木の植栽で四季を通

じ人が訪れる環境の整備 

 

②現在のソメイヨシノ桜の

長寿命化を図ると共に河

津桜の補植をする。 

③牛久シャトーに近隣公園

を一体的に整備し回遊マ

ップの作成 

④市民を巻き込むためネー

ミングの公募や里親制や

オーナー制の導入 

 

 

 

 

①高齢者については困難状

況とならないための施策 

・居宅介護者とその家族 

・インフルエンザへのワク

チン接種とコロナワクチ

ンの接種の医療機関との

連係 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

８．市川 圭一 

（一問一答方式） 

 

 

気象庁地磁気観測所

について 

 

 

 

 

・現況での問題点（常磐線

への影響） 

・常磐線輸送力の強化策 

・常磐線輸送力強化による

経済効果 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 

９．甲斐 徳之助 

（一問一答方式） 

 

１．第３セクターの

合理化について 

 

１．既存第３セクターの一

本化について 

２．観光協会の法人化の提

案 

・これまでの実態と実績 

・観光客の実情・ツアーの

造成 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 



（アフターコロナの観光産

業） 

・ＣＦの受け皿として 

・キャッシュレスカードの

導入 

 

10．須藤 京子 

（一問一答方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．住井すゑ文学館

を活かしたまちづ

くりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．高齢障がい者の

福祉サービスにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)住井すゑ文学館の取り組

みについて 

・文学館開館までの取り組

み 

・文学館が目指すもの 

・住井文学(作家論･作品論)

の研究 

・生涯学習や図書館等との

連携 

・学校教育への活かし方 

(2)文学館を核とした地域連

携・整備について 

・案内板の設置と散策ルー

トの推奨 

・周辺文化施設・文化財の

活用と整備 

 

(1)６５歳を超えた方の障害

福祉サービスについて 

・加齢による障がいの重度

化・重複化への対応 

・家族支援 

(2)６５歳を超えてから障が

いを負った方の福祉サー

ビスについて 

・障害者手帳交付時の窓口

での対応 

・介護支援専門員・相談支

援専門員との連携 

・困難事例の相談支援 

(3)障害福祉・介護福祉事業

所の現状 

 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

11．長田 麻美 

（一問一答方式） 

 

 

 

 

 

 

1.市役所庁舎の狭さ

や老朽化の問題に

ついて 

 

 

 

 

2.学生の学習スペー

スや居場所づくり

について 

 

 

 

(1)庁舎の現状 

(2)ひたち野うしくリフレビ

ルの現状について伺う 

(3)リフレビルに分庁舎、住

民サービス向上のために

支所を開設してはどうか 

 

(1)現在の状況について 

(2)駅前等、市内学生がアク

セスしやすい場所に学習

スペースや居場所づくり

を求める声が多い。早期

の設置を求めるがどう

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 

 



 

 

3.支援を要する児童

生徒の受け入れ体

制は 

 

 

か。 

 

(1)各学校の支援を要する児

童生徒の人数 

(2)現在の状況について 

(3)今後の対応について 

 

12．加川 裕美 

（一問一答方式） 

 

 

1．子どもたちの経

験値を上げる取り

組みを 

(1)国際交流につい

て 

 

(2)主権者教育につ

いて 

 

(3)牛久運動公園施

設整備について 

 

２．コロナワクチン

接種に伴う課題と

対策 

(1)接種を受けられ

ない市民への補助

について 

 

(2)接種不安の解消

に向けて 

 

 

 

 

(1)児童・生徒を対象とした

異文化交流・体験の新た

な取り組みと考え方 

(2)１８歳以上の生徒を対象

とする移動投票所開設に

ついて 

(3)プール施設・多目的広場

の整備の方向性 

 

 

 

 

(1)持病等の事由によりワク

チン接種を受けられない

市民に PCR 検査助成・抗

原検査キットの配布は 

(2)副反応の不安をやわらげ

る工夫及び医薬品添加物

（ポリエチレングリコー

ル）アレルギーを持つ市

民へのアストラゼネカワ

クチン接種等の広報は 

 

市   長 

副 市 長 

関 係 部 長 

 

 

13．北島 登 

（一問一答方式） 

 

 

１．新型コロナ対

策、県からの通知

に沿った市の取り

組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．校則について 

１．県の新型コロナ感染症

の自宅療養者の情報提供 

 1)自宅療養者の基準 

 2)過去の情報はあるのか 

２．情報の取り扱いについ

て 

 1)情報にアクセスできる

範囲 

 2)情報の取り扱い 

３．市として行う支援 

 1)パルスオキシメーター

の配布 

 2)毎日の状況確認の体制 

 3)食料品、生活必需品の

配布方法と体制 

 4)自宅療養後の支援 

 

１．昨年１２月以降、校則

の見直しについて 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 



①見直しをして改正した学

校数 

②児童生徒、保護者の意見

がどのように取り入れら

れたか 

２．校則改正内容とその理

由 

３．人権教育としての校

則。 

 憲法、国連子どもの権利

条約を学んだ学校数 

 

14．遠藤 憲子 

（一問一答方式） 

 

１．国民健康保険税

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ジェンダー平等

について 

 

 

 

 

 

 

３．高齢者の交通手

段確保について 

 

1)2018年４月からの都道府

県化について 

・県納付金の標準保険料率

の算定根拠 

・保険者努力支援制度 

2)2022年４月から賦課方式

を４方式から２方式導入

による市民の影響につい

て 

・国保運営協議会の審議内

容は 

・子どもの均等割軽減策は 

・国保基金は 

3)保険税滞納による世帯

数、短期保険証発行、差

押数、差押金額の３年間

の推移と滞納者への対応 

 

1)ジェンダー平等に対する

市の考え 

2)男性と女性では生涯賃金

の差が約１億円といわれ

ており、将来の年金額に

影響する。市職員の男女

賃金の状況は 

 

1)高齢者の移動手段確保に

かっぱ号のフリーパス導

入に補助を 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．利根川 英雄 

（一問一答方式） 

 

 

１．草刈り条例 

 

 

 

 

２．第４期環境基本

計画について 

 

 

 

年度別雑草除去しない件数 

・条例第４・５・６・７・

８の年度別件数 

・代執行の件数 

 

・審議会でのこれまでの議

論 

・具体的計画はどこまで議

論されたのか 

・バイオマスタウン構想の

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

状況 

・２０５０年排出ガスゼロ

について 

 

 

 

 

16．伊藤 裕一 

（一問一答方式） 

 

 

１．公共施設利用に

ついて 

 

２．人事行政につい

て 

 

 

 

 

 

①公共施設使用料金の高齢

者割引 

 

①民間型採用試験の実施 

②資格・免許職の応募促進

策 

③ＩＣＴ人材の確保 

④大学院等での学び 

⑤人事交流 

⑥副業・兼業の在り方 

 

市   長 

副 市 長 

関 係 部 長 

 

 

17．藤田 尚美 

（一問一答方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ＨＰＶワクチン

積極的勧奨再開に

ついて 

 

 

 

 

 

２．ヤングケアラー

の支援について 

 

 

 

１．本市の通知実施世代の

接種率について 

２．積極的勧奨が再開され

た場合の対応 

３．今後、定期接種対象年

齢以外への救済制度が導

入された場合の対応 

 

１．実態調査にむけて、ど

のように調査研究をされ

たか 

２．市としての支援策 

３．教育と福祉の連携 

 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

18．池辺 己実夫 

（一問一答方式） 

１．牛久市における

特別支援教育の現

状と対応について 

(1)市内小中義務教育学校に

おける支援の必要な児童

生徒の状況について 

(2)児童クラブにおける支援

の必要な児童の状況につ

いて 

(3)支援の必要な児童生徒に

対するＩＣＴの活用につ

いて 

(4)支援の必要な児童生徒へ

の対応とアクティブ・ラ

ーニングについて 

(5)児童クラブにおける支援

の必要な児童への対応に

ついて 

 

市   長 

副 市 長 

関 係 部 長 

関 係 次 長 



令和３年第４回牛久市議会定例会 

 

議事日程第２号 

    令和３年１２月２日（木）午前１０時開議 

 日程第１．一般質問 

        ――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時０２分開議 

○杉森弘之 議長 おはようございます。 

 本日の会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 今期定例会の通告者は１８名であります。通告順に従って質問を許します。 

 ここで、質問者並びに答弁者に申し上げます。一般質問は内容を的確に捉え、明瞭簡潔にさ

れるようお願いいたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 一般質問 

 

○杉森弘之 議長 初めに、８番石原幸雄議員。 

      〔８番石原幸雄議員登壇〕 

○８番 石原幸雄 議員 改めまして、おはようございます。今議会より無会派となりました

石原幸雄でございます。 

 ただいまより、議長への通告に従いまして、市政全般について５点の一般質問を行います。 

 まず第１点目といたしまして、出資法人の経営状況の公表の義務化について質問をいたしま

す。 

 申し上げるまでもなく、本市には市が出資する会社法人として、牛久都市開発株式会社、う

しくグリーンファーム株式会社、牛久シャトー株式会社の３つの法人が存在いたします。一方、

普通地方公共団体が出資している法人については、地方自治法第２４３条の３第２項において、

毎年、決算書類の公表が義務づけられておりますが、より詳細な規定は政令である地方自治法

施行令第１５２条に規定されております。すなわち、決算書類の公表の義務対象として、同条

の第１項には、当該普通地方公共団体が資本金、基本金、その他これに準ずるものの２分の１

以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社と規定されていることに続

いて、第２項には、当該普通地方公共団体が資本金、基本金、その他これに準ずるものの４分

の１以上２分の１未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち、



条例で定めるものと規定されているのであります。それゆえこの規定に従えば、うしくグリー

ンファーム株式会社と牛久シャトー株式会社とは、地方自治法施行令第１５２条第１項に規定

される株式会社に該当することから、決算書類の公表が義務づけられており、毎年、市議会議

員に決算書の写しが配付されていることは論をまたないところであります。 

 しかしながら、牛久都市開発株式会社については、地方自治法施行令第１５２条第２項に規

定される資本金の出資比率の要件を満たしてはいるものの、経営状況の公表に関する条例が本

市には存在しないので、現段階では経営状況の公表の義務は生じていないと解されております。 

 ところで、現在の行政には税金の使途についての透明性や公平性等が求められておりますが、

このことは本市が株式を保有し、本市の市長等が役員を務め、本市とは極めて深いつながりの

ある牛久都市開発株式会社についても当てはまり、その意味で同社の経営状況の公表に向けて

の早急な対応が検討されてしかるべきであると判断をいたします。 

 そこで、質問をいたします。牛久都市開発株式会社の経営状況の公表の義務化に向けて、公

表を義務づける条例を制定するか、もしくは増資等により本市の株式の保有比率を２分の１以

上とするか、この際、いずれかの選択をすべきであると考えるのでありますが、この点につい

てはどのようにお考えでしょうか。明快なる答弁を求めるものであります。 

○杉森弘之 議長 吉田将巳経営企画部長。 

○吉田将巳 経営企画部長 市の出資法人における経営状況の公表義務につきましては、議員

の御質問にもありましたとおり、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、またその

対象となる法人につきましては、同法施行令第１５２条第１項第２号の規定に基づき、市が２

分の１以上を出資している株式会社の経営状況を説明する書類を議会に提出する形で対応を行

っております。 

 本市における牛久都市開発株式会社の株式所有割合は４９．９％であるため、議会への公表

義務を伴う法人には該当いたしませんが、平成３１年第１回牛久市議会臨時会において、平成

３０年度牛久市一般会計補正予算に対する附帯決議として、同社における決算報告書の開示が

決議されたため、毎年度、議会への公表を行っております。 

 さらに、同社の役員につきましては、本市より、市長、副市長及び総務部長が選任されてい

るほか、平成３１年度からは、監査役として牛久市議会からも代表者１名に加わっていただい

ていることにより、他の市出資法人と比較しても、経営への監視体制は十分整っており、既に

地方自治法に定める出資金を２分の１以上支出する株式会社と同等の対応を行っているものと

認識しております。 

 次に、増資及び株式の保有比率の見直しにつきましては、同社においては、昨期、税務上の

優遇措置を受ける観点から、一部減資を行っていることもあり、現時点で増資の検討はなされ



ておりません。 

 したがって、株式の保有率を高めるためには、現在、牛久都市開発株式会社株を保有してい

る方からの取得の方法のみとなります。 

 以前、株式会社エイチ・ツー・オーアセットマネジメントから、エスカード牛久ビルの床を

取得する際に、株式の売買の話が上がりましたが、交渉は成立せず、以後、現在に至るまで、

株式取得の協議は行っておらず、今後につきましても株式取得の予定はございません。 

 以上の点から、今後、引き続き附帯決議に基づき、同社の決算報告書の開示を継続してまい

りますが、現時点においては、新たな条例の制定や株式保有比率の見直しについては考えてお

りません。 

 一方で、議会への公表だけではなく、広く市民の皆様にも情報を開示していくとの観点や、

総務省が示す、第三セクター等の経営健全化等に関する指針の中で、第三セクター等が自ら積

極的な情報公開等に取り組むように指導すること等も有効であるとされていることから、当然、

経営への影響というものも十分考慮した上での判断となろうかとは思いますけれども、同社に

対して引き続き積極的な情報公開を行うよう求めてまいりたいと考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 今の部長の答弁によりますと、議会決議があったから経営状況の公

表を牛久都市開発株式会社については続けていくのだということなんですが、これは議会決議

がなかったらどうだったんでしょうね。 

○杉森弘之 議長 吉田将巳経営企画部長。 

○吉田将巳 経営企画部長 議会決議がなかった場合には、当然、議会の公表義務はないので、

公表はそれ以前同様にしていなかったというふうに考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 どうもこの答弁を聞いていますと積極性が感じられないわけです。

どうして市が、５割を超えない４９．９％というぎりぎりのところなんですけれども、それだ

けの株式を保有している会社でありながら、議会に対してその公表の義務化ということをなぜ

考えないのか、再度お尋ねをいたします。 

○杉森弘之 議長 吉田将巳経営企画部長。 

○吉田将巳 経営企画部長 先ほどの御答弁の中でもお答えはいたしておりますけれども、附

帯決議に基づいて、毎年度、議会への公表というのは行っているわけでございまして、これに

つきましては地方自治法の規定と同等の対応ではないかというふうに考えているところでござ

います。 

 また、同じように、役員に市長、副市長、総務部長、また議会からも監査役として１名加わ



っていただいているということから、牛久市にあるほかの第三セクター、そちらと比較しまし

ても十分な監視体制というのが整っているものという認識がございます。 

 また、今回、議員のほうから条例の制定ということはいかがなものかというふうな御質問の

中で、これについて近隣自治体等も含めまして調査いたしましたところ、茨城県内ではこの条

例の制定を行っている市というか自治体は１つもないということですし、また全国で見まして

も２０件ほどしか例がないという状況でございます。政令指定都市が今、国内には２０市ほど

ありますけれども、その中でも制定しているのが６市、２０万人以上の中核市、これが６２ほ

どありますけれども、こちらで制定しているのも５市でございます。当然、中核市の中には２

０万人以上ということで水戸市も含まれておりますけれども、水戸市のほうでも制定していな

いということになります。 

 茨城県の中で、自治体としては制定していないのですけれども、茨城県そのものはこの条例

は制定しているということは分かっておりますけれども、そういった状況も考えながら、ここ

で牛久市が何で一番最初にこの条例をやっていくのかというのが、附帯決議もあって公表もし

ているのにということからも考えますと、最初にやっていく必要性はないのではないかという

判断の下に、今回はやらないというふうな答弁となりました。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 附帯決議をつけたということは、その当時の４億円の貸付けがあっ

たからそういうふうなことをしたのであって、私が問題にしているのは、その附帯決議云々か

んぬんというよりも、地方自治法施行令第１５２条に基づいて経営公表を義務化するための条

例の制定や、２分の１以上の株式の保有をもって経営公表を義務化すべきだというふうなこと

を言っているのであって、附帯決議がどうのこうのということではありません。今の部長の答

弁を聞いておりますと、執行部としては、この問題については極めて後ろ向きであるというふ

うな理解をいたしまして、この議論をこれ以上続けましても平行線であると思いますので、次

の質問に移ってまいりたいと思います。 

 次に、２点目といたしまして、ＮＰＯ法人サンライズとの対比におけるデマンド型タクシー

の在り方について、３項目の質問をいたします。 

 初めは、デマンド型タクシー導入に際してのＮＰＯ法人サンライズの存在意義であります。 

 申し上げるまでもなく、デマンド型タクシーは、令和２年１０月１日に供用開始をされまし

たが、当該タクシーの導入に際して、当該ＮＰＯ法人とどのような話合いを行い、また当該Ｎ

ＰＯ法人に対してどのような説明を行ったのかということであります。 

 この件について、当該ＮＰＯ法人に確認をしたところ、牛久市の側からは特に話合いや説明

はなかったとのことであり、その意味で、１０年以上にわたって公共交通空白地有償運送事業



等を続け、文字どおり地域住民の移動の足として大きな役割を果たしてきた当該ＮＰＯ法人の

存在意義は何であったのか理解に苦しむとの理事長の言葉には、何とも言えない響きがあった

ことを鮮明に記憶いたしております。 

 ちなみに、国土交通省による当該ＮＰＯ法人の事業免許は令和５年７月末日で期限を迎える

とのことでありますが、当該ＮＰＯ法人は令和４年３月末日をもって事業を取りやめるとのこ

とであります。 

 そこで、質問をいたします。本市は、デマンド型タクシーの導入に際して、ＮＰＯ法人サン

ライズの存在意義や役割をどのように考えていたのか、明快なる答弁を求めるものであります。 

 ２つ目は、利用料及び運行時間の見直しの問題であります。 

 御承知のように、ＮＰＯ法人サンライズの利用料金は、福祉有償運送を除いて片道１名当た

り５００円でありますが、デマンド型タクシーの片道１名当たりの利用料金は７００円である

ことから、特に当該ＮＰＯ法人の利用者を中心とする東部地域の住民から、少し高いのではな

いのかとの疑問の声が聞かれるのであります。 

 一方、デマンド型タクシーを導入済みの県内の２９自治体について、片道１名当たりの利用

料を調査したところ、水戸市を除いて本市の利用料が最も高いことが判明したとのことから、

その見直しがなされてしかるべきであると判断をいたします。 

 また、運行時間については、デマンド型タクシーの利用者の迎車時間が午前９時からとされ

ておりますが、当該ＮＰＯ法人は利用者の利便性に配慮して午前８時３０分から迎車対応をし

ており、この件についても臨機応変な対応が求められると存じます。 

 そこで、質問をいたします。デマンド型タクシーの利用料金と運行時間の見直しについては

どのようにお考えでしょうか。明快なる答弁を求めるものであります。 

 そして、３つ目でございますが、３つ目は、他の自治体への乗り入れの是非であります。 

 本件について、ＮＰＯ法人サンライズは、国土交通省茨城運輸支局や地元のタクシー業界と

の粘り強い交渉を重ね、その結果、龍ケ崎市の総合病院１か所と阿見町の総合病院１か所に利

用者の送迎が可能となりましたが、ＮＰＯ法人による移送サービス事業として、他の自治体へ

の送迎が公的に認められるケースは極めて珍しく、その意味で当該ＮＰＯ法人のケースは大変

に貴重であり、特に高齢者の住民が多い東部地域における市外への移送サービスは好評であり、

そのニーズもかなり高いものがあると確信をいたします。 

 それゆえデマンド型タクシーについても、他の自治体への乗り入れが検討されてしかるべき

であると考えるのでありますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか、質問をいた

します。 

○杉森弘之 議長 石原議員に申し上げます。一問一答方式であるために、項目ごとに答弁を



用意しているようですが、項目ごとの答弁でもよろしいですか。石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 そのようにお願いできればと思います。失礼いたしました。 

○杉森弘之 議長 ちょっと聞き取れませんでした。 

○８番 石原幸雄 議員 そのようにお願いをいたします。大変失礼をいたしました。 

○杉森弘之 議長 答弁を求めます。栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 まず１つ目の質問にお答えいたします。 

 ＮＰＯ法人サンライズは平成２１年６月に設立され、平成２３年４月から小坂団地を除く奥

野地区を対象に過疎地有償運送を開始しております。令和２年度末の会員登録者数は１３５人

で、平成２３年度から令和２年度までの１０年間に延べ１万４，９４４件の移送を行っていた

だきました。 

 同法人は、このように多くの移送を担っていただいており、奥野地区の公共交通の活性化に

果たした役割は非常に大きかったと考えております。 

 市といたしましては、同法人の活動の重要性に鑑みまして、同法人を支援するために、全活

動期間中、現在も補助金を交付しております。 

 当該ＮＰＯへの事前の説明が不足していたのではないかという御指摘についてですが、乗合

タクシーを導入するという方針については事前に説明をさせていただいております。 

 交通空白地有償運送の取扱いについては、令和２年５月及び６月に開催された牛久市地域公

共交通会議で協議が調えられたものでございます。交通会議は、国・県、警察などの行政機関、

鉄道、バス・タクシー、移送サービスを行うＮＰＯ等の交通事業者、区長会・シニアクラブ、

ＰＴＡ等の利用者で構成されており、市の公共交通施策について協議する機関でございます。

うしタクの運行開始に当たって、市といたしましては、当該ＮＰＯに龍ケ崎市と阿見町の医療

機関への市外運行が認められていたことから、可能であれば同有償運送を継続させたいと考え

ておりました。この会議の協議の中で方向性が決まったため、事前の説明を行うことはできま

せんでした。 

 ２つ目の質問にお答えいたします。 

○杉森弘之 議長 いや、１つずつやるんでしょう。石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 今の次長の答弁を聞いておりますと、当該ＮＰＯ法人サンライズに

対して、うしタクの導入に際して説明を行ったというふうに聞こえたわけですけれども、サン

ライズの側から聞いている限り、私が言っているのは十分な説明がなされなかったのはなぜか

ということを聞いているのです。その点についてはどうなのでしょうか。再度お尋ねいたしま

す。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 



○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 ＮＰＯ法人サンライズの代表の方には、毎月、

利用人数の報告をいただいておりまして、その際に説明を行っております。 

 また、公共交通会議のほうなんですけれども、こちらはＮＰＯ法人の代表も委員として出席

されておりますので、市の施策の方向性についてはその場での説明を行っております。以上で

す。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 どうもその説明が食い違っているようですね。よく分からないんで

すけれども。 

 それでは、ちょっと角度を変えて質問したいと思いますが、存在意義ということに絞りたい

と思うのですけれども、うしタクが結果的に導入されたわけですけれども、それについてはや

はりサンライズの存在意義というのはかなり大きかったと。これが一つの引き金になったとい

うふうに認識しておりますが、その点について市の見解はどうですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 市内全体の公共交通の施策といたしまして、や

はりサンライズが行っておりましたデマンド方式での移送サービス、こちらは非常に利用者の

方からも喜ばれており、全市的に広げるべきものであるということで、このうしタクを導入い

たしましたので、その点に関してサンライズのほうがお手本になったというか、非常に参考に

はさせていただいておりました。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 では、再度確認します。サンライズの存在があったからこそ、うし

タクの導入につながったというふうに理解してよろしいんですね。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 サンライズの存在が大きかったことは認識して

おります。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 その答弁を聞いて、サンライズの理事長はどう思うか。これはちょ

っと本人に聞いてみないと分かりませんが、市としてはサンライズの存在が大きかった、それ

がうしタクの導入につながったということで理解をしているというふうに認識をいたしました。 

 それでは次に、料金の見直しの問題でございますが、これについてはいかがでしょうか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 ２つ目の質問にお答えいたします。 

 まず、料金の設定の考え方についてでございますが、サンライズが行う交通空白地有償運送



におきましては、利用料金が１人１乗車５００円、奥野地区内で３００円であることは承知し

ております。 

 うしタクにおきましても、高齢者割引で６５歳以上の方は１人１乗車６００円、乗合割引で

１人１乗車５００円となっており、料金的には大きくは変わらない内容となっております。 

 基本運賃７００円の設定に当たりましては、うしタクが自宅の玄関先から市内の任意の目的

地まで送り届ける民間タクシーと同様のドア・ツー・ドア型のサービスであることから、民業

圧迫とならないようタクシーの初乗運賃７４０円や民間路線バスの運賃とのバランスに配慮し

ております。なお、タクシーを自宅に呼んだ場合にかかる迎車料金はうしタクでは不要となっ

ております。その上で、利用者の運賃負担に配慮し、５００円の乗合割引を設定いたしました。 

 令和２年１０月から令和３年９月までの１年間において、全利用者５，７４９人のうち、約

９３％に当たる５，２５２人が６５歳以上の方であり、６００円で利用できる方でした。加え

て乗合割引もあることから、全利用者の約４０％に当たる２，３５０人が５００円で利用され

ています。７００円で乗車した方は２６４人で全体の５％未満であり、多くの方が６００円以

下で利用されていると考えております。 

 利用料金の考え方として、うしタクは全市民を対象としているため、市内一律の料金水準を

適用すること、利用する方が受益者となるため、利用者に一定の負担を求めることを基本とし

ております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 他の自治体は、先ほども申し上げたように、多くの自治体において

５００円とか３００円とかいう設定でやっているわけです。確かに次長が言うとおり、民業圧

迫というのは、これはいけないことなのですけれども、他の自治体がやっているのに、どうし

て牛久市はできないのですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 こちらで他の自治体の料金の状況を調べますと、

他市の基本運賃は、合併して広い市などは、その市を幾つかに分割して、その１つの地区内の

料金が設定されていたり、また乗降場所が限定されていたり、あとは１時間単位の定時運行で

あったり、そういった様々な条件がつきます。うしタクはフルデマンド方式ということでやっ

ておりますので、他市の運行状況とはかなり違うようになっておりますので、この料金設定を

いたしております。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 そうすると、料金については、今後とも見直す考えは牛久市はない

というふうに理解してよろしいのですか。 



○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 料金についての見直しの考え方ですけれども、

こちらについては利用者の皆様のお声を聞いて、また地域の状況、公共交通の状況を聞いて判

断したいと考えておりますので、今後絶対に見直さないというわけではございません。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 そうすると、確認ですが、利用者や市民から料金を見直すべきだと

いう声が多く上がってくれば、見直しを考える、検討するという理解でよろしいですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 そのような声が大きくなれば検討せざるを得な

いと考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 それでは続いて、運行時間の見直しについての質問をさせていただ

きましたが、これについてはいかがですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 運行時間についてお答えいたします。 

 利用時間の拡大についてでございますけれども、現在の運行時間は午前９時から午後５時ま

でとなっております。この時間についても、うしタクが民業圧迫とならないよう、民間タクシ

ー会社の客数が少ない時間帯を事業者に配慮して決定したものでございます。 

 実際の運行においては、午前９時には利用者宅へ到着するようにしております。うしタク利

用の６６％を占める医療機関の診療開始時間も多くが午前９時でございますけれども、利用者

の方には予約時の説明によりサービス内容を御理解いただき、継続的に御利用いただいており

ます。 

 うしタクは、タクシーやバス、電車などの市内公共交通事業者との協議を調えた上で事業を

行っております。市の提供するサービスが拡大することによって民間のバスやタクシーの利用

客を奪うようなことがあると本末転倒となってしまいますので、全市的な移送手段であるため、

民業圧迫とならないように慎重に事業を進めていきたいと考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 ＮＰＯ法人サンライズとの対比におけるデマンド型タクシーの在り

方ということで今回は質問をしているわけなんですが、東部地域というのは御案内のように牛

久市中心部から一番離れている地域です。それで、病院は、先ほど次長がお答えされたように、

午前９時から始まるところが多いと。そうすると、やはり９時から始まるのに９時に乗車した

のでは、なかなかその先の終わる時間も長くなってしまう、遅くなってしまうということから、



サンライズは３０分早めて午前８時半からの対応をしているわけです。 

 当然、東部地域においては今までも、皆さんもお分かりのように、あまり民業圧迫という言

葉が当てはまらないのかもしれませんが、タクシーを使って遠くまで行く人というのはいない

わけなのです。そういう意味で、サンライズが８時半から対応していても民業を圧迫していた

とは私は考えていないし、地域住民もそういうふうに思っています。であるとすれば、やはり

その辺は地域性を考えた対応というものも、公共交通を担っている牛久市としての立場でもあ

ろうかと思いますので、その辺についてはどうですか。見直しの考えはありませんか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 まず、うしタクについてなんですけれども、う

しタクは牛久市内全地域を対象としていることから、やはりタクシー事業者がこの時間はうち

のほうもお客様が多いのでやめてほしいということの意見をいただいておりますので、その時

間については運行することは行っておりません。 

 地域的なもので、東部地区がどうかとおっしゃることについてですけれども、また地域を分

けた制度設計をいたしますと、当然、市の施策として全市的に行っているものをさらに制度を

分けてしまうことにもなりますので、やはり受益者の方々の負担も併せて検討しなくてはなら

ないとか、いろいろ検討事項も増えていきます。現在のところは、運行時間については見直し

は考えておりません。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 これも先ほどの料金の問題と同じように再度お尋ねしますが、そう

いう利用者の声というようなものが大きくなってきた場合には運行時間の見直しもあり得ると

いうふうに考えてよろしいですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 利用者の方々の声は、私ども真摯に聞かなけれ

ばなりませんので、そういったことで検討の段階に入るかどうか、慎重に検討してまいります。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 慎重に検討するということで、そういうふうな利用者の声が大きく

なってきた場合には検討もあり得るというふうに理解をいたしまして、次の質問に移ります。 

 他の自治体への乗り入れの問題でございます。これについてはいかがですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 うしタクの他自治体への乗り入れにつきまして

お答えいたします。 

 うしタクの他自治体への乗り入れにつきましては、ＮＰＯ法人サンライズが行っております



市外運行は、市としても重要なことと考えておりました。 

 実際の市外運行の実施に当たっては、乗り入れ先自治体内の交通事業者を含めた自治体との

協議を調えることが求められます。 

 龍ケ崎市の龍ケ崎済生会病院への乗り入れにつきましては、龍ケ崎市及び龍ケ崎市タクシー

組合との協議に基づき、令和３年４月から実証運行として実施することができました。阿見町

の東京医科大学茨城医療センターへの乗り入れにつきましても、阿見町及び阿見町のタクシー

組合との協議において、牛久市在住のタクシー利用者がいるとのことで、さらなる協議が必要

な状況にございます。 

 また、本年度は交通空白地有償運送とうしタクがともに運行されておりますので、同運送終

了後のうしタクの利用者見込みが不透明な状況にあります。このため、現在は空白地有償運送

及びうしタクの利用者データを収集し、同運送終了後の状況についてシミュレーションを行っ

ております。 

 今後は、シミュレーション結果を踏まえて必要な車両数を試算するとともに、乗り入れにつ

いての関係者協議を進めたいと考えております。 

 以上お答えいたしましたが、利用者の立場からは安価な料金が望ましいことは、市としても

理解しております。一方で、公共交通の持続可能性の観点からは、既存交通事業者への配慮や

利用者の適正な負担も非常に重要であると考えております。 

 うしタクの見直しについては、車両の利用状況や利用者の声を聞き取りまして、関係者と協

議の上、継続的に進めてまいります。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 龍ケ崎市の済生会病院への送迎は可となったということで、これは

非常にいいことだと思いますが、今、阿見町の東京医大の医療センターへの送迎が検討課題で

あるということです。そうすると、その結論は、次長、いつ頃出ますか。 

○杉森弘之 議長 経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 阿見町との協議につきましては、継続的に行っ

ております。ただ、この場でいつまでに実現するかというところは、まだ判明しておりません。

以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 これは、市としてはどうなんですか。阿見町への乗り入れの積極性

というのは考えているのですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 やはり通院されている方も多くいらっしゃると



思いますので、こちら重要な課題だと思って積極的に進めてまいります。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 来年たしか阿見町の町長選挙が２月にあると思うんですが、どうな

んですか。これは年度内に結論が出る可能性はないのですか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 申し訳ございませんが、年度内には難しいと考

えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 年度内は難しいということは、それではいつ頃を予定している腹積

もりなのでしょうか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 阿見町の東京医科大学の病院のほうへの運行の

希望については、お客様の要望もございます。こちらとしても鋭意努力し、なるべく早くの実

現を目指したいと思います。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 次長の答弁を聞く限り、次長の判断としてはなかなか答えづらい問

題であるというふうに理解をいたしまして、引き続き粘り強い交渉を続けていっていただくべ

きだということを申し上げまして、３点目の質問に移ってまいりたいと思います。 

 次に、第３点目といたしまして、都市計画行政について２項目の質問をいたします。 

 初めは、開発等に伴う公費負担の在り方であります。 

 御承知のように長引く不況やコロナ禍により、区画整理や再開発に象徴される大規模な開発

行為は鈍化傾向にはあるものの、基本的には自治体の活力の源泉と考えられることから、様々

な自治体において何らの形式の大規模開発が実施されていると認識いたしております。 

 一方、区画整理や再開発が実施される際には、当該行為が行政主体でも民間主体でも、いず

れの場合にも道路や下水道の整備のほかに各種調査業務など、いわゆる公費負担が伴うことは

論をまたないところでありますが、景気の低迷による税収の落ち込みや人口減少の時代背景に

鑑みれば、開発に伴う公費負担は極力抑制をされてしかるべきであると存じます。 

 ところで、本市においては、東猯穴地区の住民が区画整理方式による民間主体の開発を希望

していると聞き及んでおりますが、本市における当該開発を含む今後の開発に伴う公費負担の

抑制方法として、事業費全体に占める負担割合に関わるガイドラインなども設定することが選

択肢の一つであると判断をします。 

 そこで、改めて質問をいたします。今後の開発等に際しての公費負担の在り方についてはど



のようにお考えでしょうか。簡潔で明瞭な答弁を求めるものであります。 

○杉森弘之 議長 長谷川啓一建設部長。 

○長谷川啓一 建設部長 議員御指摘のとおり、昨今の時代背景を鑑みれば、開発に伴う公費

負担は、極力抑制されるべきものと認識しております。 

 現在牛久市では、ひたち野うしく中学校に隣接する東猯穴地区約１０．５ヘクタールにおい

て、業務代行方式による組合施行の土地区画整理事業を検討しているところであり、総事業費

は約２０億円、そのうち市負担額として約２億円を見込んでいるところでございます。 

 この市負担額約２億円の内訳につきましては、牛久市土地区画整理事業助成規則に基づき、

事業認可までに要する費用として、事業を施行するに当たり必要な調査や測量、設計等を計上

しております。また、それに加え、市で行わなければならない業務として、都市計画変更のた

めのコンサル業務委託費や地区外下水道整備費なども含まれております。 

 現時点における計画では、新規整備における宅地が約３２０戸、１戸当たり３．３人と仮定

いたしますと、人口は約１，０５６人増加するものと見込まれております。市民税、固定資産

税、都市計画税による歳入は年間約６，９００万円の増加となる試算となっております。 

 当事業につきましては、今年度の予算がなく、茨城県との協議を休止せざるを得ない状況で

したが、地元からの要望もあり、緊急事態宣言明け後の１０月１７日日曜日に地権者勉強会を

実施いたしました。その結果、地権者の皆様方には、おおむね御理解いただいたと考えてござ

います。 

 議員から御提案のありました公費負担割合に関わるガイドライン等の設定につきましては、

開発ごとに規模や内容、施行地区の状況等が異なりますので、明確に定めることは難しいと考

えておりますけれども、事業実施の際は、公費負担や事業リスクの抑制に努めまして、事業効

果が早期に発現できるよう取り組んでまいりますので、御理解賜りたいと存じます。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 今の部長の答弁によりますと、ガイドライン的なものを考えるんだ

けれども、制定までは難しいと。しかしながら、何らかの形で考えていきたいということのよ

うでありますけれども、例えば今後出てくる個別の問題について、どういうふうなどの程度ま

での公費負担をするのかというようなことは、これは議会に対しては公表できるものなのでし

ょうか。 

○杉森弘之 議長 長谷川啓一建設部長。 

○長谷川啓一 建設部長 まず先ほどお話しさせていただいたとおり、公費負担については極

力抑制するものであるというふうに考えてございます。 

 それから、牛久市土地区画整理事業助成規則というものがございまして、それにのっとりま



して公費負担の在り方について計算する、策定するということです。 

 それと、もちろん議会のほうには相談とか報告とかをしつつ、いかなければならないという

ふうに考えてございます。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 いずれにしろ、今後、開発、区画整理、いろいろな問題が出てくる

と思いますけれども、そのたびごとにきちんと精査を行って、公費負担をきちんと抑制してい

ただきたいということを申し上げまして、次の質問に移ってまいりたいと存じます。 

 続きまして、圏央道の４車線化に伴う工場用地の拡充に向けた取組について質問をいたしま

す。 

 申し上げるまでもなく、本市には桂・奥原の両工業団地が存在いたしますが、いずれも区画

が満杯に近いと認識をいたしております。 

 一方、首都圏中央連絡自動車道の４車線化が数年内には実現するとの新聞報道等がなされた

ことは記憶に新しいところでありますが、これが実現されれば、人や物の流れが大いに加速化

されるだけでなく、その波及効果として圏央道阿見東インターチェンジに近接して立地する桂

工業団地や奥原工業団地の周辺地域への工場立地が大いに期待されることから、そのための環

境づくりが行政課題の一つであると確信をいたします。 

 ところで、国道４０８号線から広域農道カントリーラインに至る市道が奥原工業団地を貫通

しておりますが、圏央道の４車線化に伴う工場用地の拡充に向けた取組としては、当該市道の

有効利用が極めて肝要であると判断をいたします。具体的には、カントリーラインで終点とな

っている当該市道を桂工業団地まで延伸整備し、その沿道に工場立地が可能となるような都市

計画を検討すべきと考えるのでありますが、圏央道の４車線化に伴う工場用地の拡充に向けた

取組をどのようにお考えでしょうか、質問をいたします。 

○杉森弘之 議長 野島正弘建設部次長。 

○野島正弘 建設部次長兼下水道課長 平成２９年２月に圏央道の茨城県区間が暫定２車線で

開通したことにより、東北道、常磐道、東関東道がつながり、物流等の利便性が向上いたしま

した。全線４車線での供用開始が令和６年度予定と公表され、さらなる人流や物流の加速が期

待されるところでございます。 

 また、圏央道の４車線化に伴い、アクセス道路として県道竜ヶ崎阿見線バイパスの整備が茨

城県の事業として進められており、圏央道の整備との相乗効果により地域の活性化や企業立地

の促進等が期待されております。 

 議員の御意見のとおり、圏央道の４車線化やアクセス道路の整備が進めば、桂・奥原工業団

地周辺への企業誘致や工場立地等が期待されます。その環境づくりの一つとして道路整備をと



のことですが、現時点で市道整備の予定はございません。 

 道路整備につきましては、企業誘致等と一体で検討することが基本と考えておりますので、

今後も圏央道の４車線化に伴う民間企業の動向等を注視してまいりたいと考えております。以

上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 今の次長の答弁によりますと、工場用地拡充に向けた環境づくりの

一環としての道路の新設の予定はないと、考えないということなんですが、それは現時点の話

というふうに理解をしますが、将来的にはどうなんですか。全く考えないということなんです

か。 

○杉森弘之 議長 野島正弘建設部次長。 

○野島正弘 建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。 

 先ほど御答弁したとおり、企業誘致と一体というふうに考えておりまして、道路整備だけを

単体で先に計画ということは考えておりませんが、先ほどお話ししたとおり、圏央道の４車線

化に伴う民間企業の動向というものを関係部署と協力しながら注視をしていきたいというふう

に考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 結論から言うと、鶏が先か卵が先かという議論になってしまうと思

いますけれども、やはりある程度、その企業誘致のための環境づくりということは行政として

必要なことじゃないかというふうに思いますが、その点から考えてしっかりと対応してもらい

たいと思いますが、その点いかがですか。 

○杉森弘之 議長 野島正弘建設部次長。 

○野島正弘 建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。 

 今、議員がおっしゃられたとおり、しっかり対応するためにも、繰り返しになりますが、民

間企業の動向を注視していきたいと考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 それでは次に、第４点目といたしまして、建造物文化財の耐震化に

ついて質問をいたします。 

 御承知のように、本市には国指定の重要文化財である牛久シャトーを除いて、建造物文化財

として、女化青年研修所と雲魚亭とがありますが、地域住民の交流拠点となっている女化青年

研修所は国登録有形文化財である一方、雲魚亭は牛久市指定の文化財であると認識をいたして

おります。 

 しかしながら、この２つの建造物文化財は、首都圏を震源とする大地震の発生の確率が極め



て高い地域に存在するにもかかわらず、いずれも耐震化がなされていないことから、文化財保

護の観点から考えて早期の耐震化が喫緊の行政課題であると判断をいたします。 

 ところで、文化庁が所管する要綱や本市の文化財保護条例第１６条によれば、文化財の管理

の必要上、補助金の拠出が認められていると存じます。 

 そこで、質問をいたします。建造物文化財である女化青年研修所及び雲魚亭について、補助

金を用いた早期の耐震化を検討すべきであると考えるのでありますが、この点についてはどの

ようにお考えでしょうか。質問をいたします。 

○杉森弘之 議長 大里明子教育委員会次長。 

○大里明子 教育委員会次長兼生涯学習課長 市指定文化財雲魚亭は、昭和１２年建造とされ

る小川芋銭のアトリエ兼居宅です。小川芋銭死去の後に用途によって増改築がなされましたが、

昭和６３年開催の小川芋銭生誕１２０年記念事業の際に、御遺族より牛久市に寄贈され、現在

は小川芋銭記念館として一般公開を行なっております。 

 これまでも耐震による復旧工事や害虫駆除処理などを行ってまいりましたが、築８０年以上

が経過し、老朽化も進んでいることから、近い将来保存修理工事が必要であり、その際に耐震

化も併せて実施することが効率的であると考えてございます。 

 市指定文化財である雲魚亭については、国及び県の財政補助制度がないことから、市の財政

状況も勘案しながら、牛久市公共施設等総合管理計画にのっとり、実施を検討してまいりたい

と考えております。 

 女化青年研修所につきましては、昭和１４年建造の市内最古かつ唯一の木造校舎建築であり、

平成３０年に、旧岡田小学校女化分校として、文化庁から国登録有形文化財に登録されました。 

 これまでは、静態保存を前提に管理してまいりましたが、平成３１年の改正文化財保護法に

より、国が文化財を保存から活用へ大きくかじを切ったことや、地元からの利用したいという

強い要望があったことから、今年度より使用方法を限定した上で、活用を開始したところでご

ざいます。 

 女化青年研修所も建造から約８０年が経過し、老朽化はしておりますが、地域住民からは、

貴重な木造校舎を今後も保存活用していきたいとの強い思いがあり、雲魚亭同様に保存修理工

事及び耐震化工事が必要と考えます。国庫補助が採択された際には工事が実施できるよう、引

き続き文化庁や県と協議してまいりたいと考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 女化青年研修所も雲魚亭と同様、保存修理や耐震化が必要であると

いう認識をされているとの次長答弁ですけれども、国庫補助に頼るという部分が今の答弁では

強いと思います。では、その国庫補助をもらうための具体的な取組というのはどのようにされ



ているのか、女化青年研修所について再度お尋ねをいたします。 

○杉森弘之 議長 大里明子教育委員会次長。 

○大里明子 教育委員会次長兼生涯学習課長 お答えいたします。 

 先ほども御答弁いたしましたとおり、国の登録有形文化財に指定されました平成３０年から、

毎年国の国庫補助の申請は提出しているところでございます。今年度につきましても、６月に

申請をしたところではございますけれども、誠に残念ながら採択はされませんでした。 

 今後も引き続き、補助が採択されれば２分の１の補助がつきますので、毎年度チャレンジを

してまいる所存でございます。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 そうすると、確かに毎年続けていくことはいいことだと思うのです

が、これは見通しとしてはどうなんですか。いつ頃までにもらえるとか、そういうのはあるの

ですか。 

○杉森弘之 議長 大里明子教育委員会次長。 

○大里明子 教育委員会次長兼生涯学習課長 お答えいたします。 

 登録有形文化財は全国で９４５の市町村に１万２，４４３件あるそうでございます。女化青

年研修所が登録有形文化財に登録されましたのは、先ほども申しましたように平成３０年でご

ざいまして、ほかの市町村の文化財に比べて登録から日が浅いということで、なかなか採択さ

れるのは難しい状況であるというふうに聞いてございます。 

 採択されやすい条件などの情報を入手できるように、文化庁への働きかけを行ってまいりな

がら努めてまいりたいと存じます。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 これは補助金を使わないで市独自の財源でやるということは考えら

れないのですか。全く考えていないのですか。 

○杉森弘之 議長 大里明子教育委員会次長。 

○大里明子 教育委員会次長兼生涯学習課長 お答えいたします。 

 公共施設の改修に関する事業につきましては、牛久市の公共施設等総合管理計画にのっとっ

て実施されるものと認識しております。女化青年研修所につきましては、令和３年度のこちら

の総合管理計画では８４事業中４８位でございましたので、できましたら国の補助を獲得し、

予算計上につなげられるように努めていきたいと考えております。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 それでは最後に、第５点目といたしまして、国や県からの職員の派

遣要請について質問いたします。 



 御承知のように、行政では各種事業を進める上で、国や県が基礎的自治体である市町村に対

して職員の派遣を要請する場合がありますが、今回は県道竜ヶ崎阿見線バイパスの整備事業に

関わる県からの職員の派遣要請を例に取り上げて、この問題を考えてみたいと存じます。 

 現在、本市の東部地域では、県道竜ヶ崎阿見線バイパスが３年ないし４年後の開通に向けて

急ピッチで作業が進められていると認識をいたしております。 

 しかしながら、茨城県では当該道路の整備に要する十分な職員数を確保することができない

などの事情から、当該事業に従事するための職員を茨城県に派遣してもらいたい旨の申入れが、

本市及び龍ケ崎市になされたと聞き及んでおります。すなわち茨城県では、昨年１０月、竜ケ

崎工事事務所長を通じて、本市及び龍ケ崎市に対して、竜ヶ崎阿見線バイパス事業の用地買収

に従事する職員１名と研修目的の職員１名の合計２名の職員の派遣をそれぞれに要請したとこ

ろ、龍ケ崎市は２名の職員の派遣に応じたものの、本市は国道６号バイパスの整備事業に関わ

る職員を既に茨城県土地開発公社に派遣しているなどの事情から、新たな職員の派遣要請には

応じられないが、竜ヶ崎阿見線バイパスの用地買収は本市が責任を持って行うと回答したとい

うものであります。 

 ところで、国や県が主体となる事業については、市町村に対して職員の派遣等の協力要請が

なされた場合、当該市町村が進んでこれに協力をすれば、その後の国や県の当該自治体への対

応が極めてスムーズになるのに対して、協力要請を拒否すれば、国や県の当該自治体に対する

その後の対応が協力的ではなくなる可能性があるとの指摘があります。 

 そこで、質問をいたします。今後、国や県から市の職員の派遣要請があった場合、このよう

な指摘を踏まえて、本市としてはどのような対応をお考えでしょうか。明快なる答弁を求める

ものであります。 

○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 今後の国や県への派遣については、まず本務遂行を第一に考えた上で、派

遣の目的、内容、効果、そして職員のキャリア形成などを多方面から勘案して、派遣の可否に

ついて検討いたします。 

 県の土木のほうからも要請があったのですが、まずあのとき断ったのは、職員がそのような

人的なものが、市の職員も少ないということで断りました。 

 もう一つは、何というのでしょうか、こういう事業をしているのだから牛久市でも出せよと

いう、何というかそういうニュアンス、それはないでしょうが、でも中にはやっぱりそういう

あなたたちも共有するんだから少し骨を折れよという、それはちょっと違うんじゃないかとい

ったことを肌で感じてございます。 

 ただやはり、国も県もいろんな事業に対して、私もまず一つには、職員のキャリアアップ、



そしてこれからの道筋じゃないけれども、いろんなところで世話になることについても、それ

も私は重要だと思っております。そのようなことを鑑みて、このような職員の派遣というのは、

多面にわたっての検討をする必要があると思います。以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○８番 石原幸雄 議員 今の市長の答弁で、ケース・バイ・ケースで、派遣要請には応じる

可能性もあるというふうに理解をいたしました。いずれにしても、国や県からそういう要請が

あった場合、市の行政に、当市の行政の運営に支障がないような対応をしていただきますよう

お願いを申し上げまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○杉森弘之 議長 以上で８番石原幸雄議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１１時１５分といたします。 

                午前１１時０９分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１１時１７分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、３番秋山 泉議員。 

      〔３番秋山 泉議員登壇〕 

○３番 秋山 泉 議員 改めまして、皆様こんにちは。公明党の秋山でございます。 

 今回の一般質問は、３点にわたって質問をさせていただきます。 

 まず初めに、新型コロナワクチンの３回目接種、ブースター接種についてお伺いいたします。 

 武漢市から帰国した日本人男性から初めて感染者が確認されたのが、２０２０年１月１５日

です。それから約２年、私たちは見えない敵と闘ってきました。本年１１月２６日時点で全人

口の７６．５％の国民が２回目のワクチン接種を終え、世界的にも高い接種率により、１日当

たりの新規感染者は激減しました。飲食店の時短営業解除や大規模イベントの人数制限緩和な

どが各地で実施され、観光地や繁華街の人出も増加しています。こうした中で第６波への備え

に万全を期すことは、国民の命と暮らしを守り、社会経済活動への影響を抑えるために重要で

す。 

 政府は１０月、懸念される新型コロナの感染第６波を見据え、医療体制の強化や経口治療薬

の実用化などを柱とする対策の骨格を示しました。具体的には、公立公的病院の専用病床化を

国の権限で進め、都道府県には保健・医療提供体制確保計画の策定を要請、感染力が３倍にな

った場合には、医療機関に一般患者の受入れ制限を求める緊急措置を導入します。第５波では、

病床逼迫により、搬送先が見つからず、自宅で亡くなる方が相次ぎました。こうした事態を回



避するには十分な病床を確保できる手だてが欠かせません。 

 さらに、予約不要の無料検査の拡大や、パルスオキシメーターを全ての自宅療養者に配付し、

症状悪化を迅速に把握できる体制を整え、飲み薬の年内実用化も目指していきます。いずれも

感染拡大の防止に必要な取組で、医療機関の負担軽減にもつながります。 

 新型コロナウイルスワクチンのブースター接種と呼ばれる追加接種について、厚生労働省は

２回目接種を終えた１２歳以上全員を公費接種の対象とする方針を決めました。国内外で広く

使われているアメリカのファイザー製ワクチンの感染予防効果が、２回目接種後、時間の経過

とともに全ての年代で低下することや、追加接種をすると感染予防効果や重症化予防効果も改

善するといった海外の研究報告を確認し、感染予防効果が時間の経過とともに下がるのはどの

年代も同じで、年齢で区別する必要はないということで、８か月経過する人から順に接種券を

配付し、接種することとなります。 

 ２回目の接種を終えた人にワクチンを追加するブースター接種は、世界の趨勢です。ブース

ター接種は中東のイスラエルで最も進んでおり、２０２１年１０月１日現在、３９．１％のイ

スラエル国民が３回目接種を済ませました。なぜ追加接種が必要なのでしょうか。それは、先

ほども述べましたように、ワクチン接種から時間がたつと免疫力が低下するからです。デルタ

株に対する感染予防効果について、ファイザー社は、２回接種から４か月目には５３％、５か

月から６か月後には４７％まで低下すると報告しています。実際の感染予防効果についてはい

まだ十分な情報はありませんが、世界で真っ先にブースター接種を始めたイスラエルでは、追

加接種後１０日を経た段階で、６０歳以上の感染予防効果は２回接種だけの人と比べて４倍、

重症化を防ぐ効果は５倍から６倍に上昇したと報告されています。 

 では、追加接種の問題点はというと、まず危惧されるのが副反応です。この点については、

アメリカ疾病対策センターの研究成果では、全体として２回目接種時の副反応の頻度、重症化

と同じレベルだったということですが、今後の検証が必要と存じます。 

 本市においては、１１月２２日に全員協議会が開催され、内藤部長より、新型コロナワクチ

ン追加接種計画について説明をいただきました。重要なのは、３回目接種をめぐり現場で混乱

を生じさせないことです。今春、ワクチン接種事業がスタートした当初は、ワクチン供給の遅

れやネット申請の分かりにくさなどにより、スムーズな接種体制の構築に手間取りました。３

回目の追加接種については、これを教訓に取り組むべきと考えます。執行部の御所見をお伺い

いたします。 

○杉森弘之 議長 飯野喜行保健福祉部次長。 

○飯野喜行 保健福祉部次長 お答えいたします。 

 初めに、牛久市における新型コロナワクチン２回目の接種率でありますけれども、１１月２



９日現在、１２歳以上の対象者７万６，２５７人中、６万５，００２人で８５．２％。６５歳

以上においては２万４，６６７人中、２万３，７２７人で９６．２％となっております。 

 ３回目の接種計画は、９月２２日に国から準備開始の通知がありましたので、医師会等関係

機関と打合せを行いながら計画案の作成を進め、１１月１６日に予防接種法施行規則及び予防

接種実施規則の一部を改正する省令が公布されましたので、この省令に基づき新型コロナワク

チン３回目の接種計画を作成いたしました。 

 まず、対象者は、２回目接種完了日から原則８か月以上経過した１８歳以上の方となります。

回数は追加接種１回、使用するワクチンは、現状で薬事承認を取得したファイザー社ワクチン

となります。 

 牛久市では、今年４月に医療従事者等が２回目接種を完了しておりますので、８か月経過し

た令和３年１２月１３日、今月１３日から、医療従事者等の３回目接種を開始いたします。接

種券付予診票と接種の御案内は、先月１１月２４日に、医療従事者等約３，５００名に発送い

たしたところであります。 

 一般市民の接種は、令和４年２月２１日から開始する予定でありまして、接種する月の前月

に、順次、接種券付予診票を発送してまいります。予約方法でありますけれども、１、２回目

の６５歳以上の方の予約時におきましては、対象者に多大な負担をおかけし、混乱が生じまし

たので、それを改善するために、今回は６５歳以上の方については、あらかじめ接種日時、接

種会場を指定した接種券をお送りいたしまして、御自身での予約の手間を省くことといたしま

した。変更やキャンセルの場合に備え、保健センターに新型コロナワクチン予約・変更コーナ

ーを常設いたしまして、対応してまいりたいと考えております。 

 ６４歳以下の方においては、１、２回目の予約方法と同様、市の予約システムまたは電話、

保健センターの常設コーナーで予約受付を行ってまいります。いずれにおきましても、予約や

変更で混み合わないよう、順次段階的に接種券を発送し対応してまいります。接種体制は、市

内２５か所の協力医療機関における個別接種と市集団接種となります。希望する全ての方が、

安心して予約が取れ、安全に接種できるよう実施してまいりますので、御理解をお願いいたし

ます。以上です。 

○杉森弘之 議長 ３番秋山 泉議員。 

○３番 秋山 泉 議員 現在、新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株が世界的

に拡大をしています。政府は１１月３０日午前零時に全世界からの外国人の入国を原則停止し

ました。危機管理の要諦は最悪のケースを想定することであり、今回の措置は妥当と言えるの

ではないでしょうか。 

 その上で、国内で感染が拡大する事態にも備えねばなりません。昨日の官房長官の記者会見



で、日本においても２例目が確認されました。実際の感染力や重症化の可能性、ワクチンの効

果などについては各国で分析が続けられており、確定した情報はありません。私たちはマスコ

ミの情報に一喜一憂することなく、これまで同様、マスクの着用や手指消毒、室内の換気、３

密の回避など基本的な感染防止策を徹底して行うことと存じます。 

 続きまして、２つ目の質問に入らせていただきます。 

 例年、この時期から翌年にかけ流行するのがインフルエンザです。昨年、２０２０年から２

０２１年では、インフルエンザ感染者数は例年に比べ大幅な減少となりました。その要因は、

３つあると言われています。１つには、新型コロナウイルス感染症対策です。具体的には、う

がい、手洗い、マスクの着用、消毒作業、適度な距離を保つことにより、感染者数を抑える結

果となりました。２つ目は、２０２０年の冬の時期、コロナウイルス感染症が猛威を振るい、

インフルエンザウイルスが干渉を受け、感染が減少したと考えられます。３つ目には、人の移

動が制限されることで、インフルエンザウイルスが日本に持ち込まれることを抑え、拡大も抑

制されたということです。 

 それでは、２０２１年から２０２２年のインフルエンザの流行はどうなるのでしょうか。新

型コロナウイルスのワクチン接種が進み、感染者が減少傾向になり、少しずつ日常の生活が戻

りつつある中で、人と人との交流も増えていき、インフルエンザウイルスも持ち込まれていき

ます。また、昨年インフルエンザに感染した人が少なく、社会全体の免疫力が低下していると

も言われています。そのため２０２１年冬のインフルエンザは大流行すると予想がされていま

す。 

 これらのことから、本市におけるインフルエンザ予防についての対策をお伺いいたします。 

○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 この冬のインフルエンザの流行に備え、国は、令和３年１１月５日付厚生

労働省健康局長通知で冬のインフルエンザ総合対策の推進についてを発信し、感染予防対策や

流行情報、ワクチン・治療薬の確保状況を公表し、適切な対応を呼びかけています。 

 御承知のとおりでございますが、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行による感染予防

対策等により、インフルエンザの罹患者数は少ない状況が継続しています。しかし、新型コロ

ナウイルスとインフルエンザが同時に流行した場合、発熱等、類似の症状があることから、医

療機関受診の際にも一層の注意が必要となるため、昨シーズンに引き続きインフルエンザの予

防対策は大変重要であると認識しております。 

 市の取組につきましても、インフルエンザの流行を抑えるため、日常の感染予防対策として、

新型コロナウイルス感染症と同様の、外出後の手洗いやうがい、適度な湿度の保持、十分な休

養とバランスの取れた栄養摂取、また人混みや繁華街への外出を控えること等について、市民



への周知を徹底してまいります。これらの情報発信につきましては、流行前の予防接種勧奨も

含め、広報うしく９月１日、１０月１日号に掲載したほか、今後も市ホームページへの掲載や

ＦＭうしくうれしく放送等により周知してまいります。 

 また、インフルエンザワクチンの接種勧奨に当たっては、市は予防接種法に基づく定期接種

として、６５歳以上等の対象者に２，６００円の一部助成を実施しております。 

 これに加えて、今年度から任意接種として、１歳以上の就学前のお子さんに全額助成、中学

３年生、高校３年生のお子さんには１，０００円の一部助成を開始いたしました。対象者には

９月下旬に案内通知を発送しております。 

 インフルエンザに感染した場合でも、早期に診断を受け、服薬することで、重症化を予防し

感染拡大を防止することができます。発症時の速やかな受診につきましても併せて周知し、今

年度においても、新型コロナウイルス感染症とともに流行を予防できるよう努めてまいります。 

○杉森弘之 議長 ３番秋山 泉議員。 

○３番 秋山 泉 議員 ただいま市長より御答弁がありましたように、今年度から任意接種

として１歳以上から就学前のお子さんに全額助成、そして中学３年生と高校３年生のお子さん

には一部助成を開始いたしました。この事業については、保護者の皆様からは喜びの声が届い

ております。 

 昨年、私もインフルエンザの通知が来て早々に打ってしまって、はやる時期になったらちょ

っと切れてしまった経緯もあったので、今年はまだやっておりません。この１２月に一日も早

く接種していかなくてはいけないと思っています。 

 それでは最後に、マイナンバーカードについてお伺いをいたします。 

 マイナンバーカードとは、１２桁の個人番号が記載され、様々な行政サービスが受けられる

カードです。国内においては１１月１６日時点での交付枚数は５，０００枚を超え、全人口の

３９．５％に達しました。 

 マイナンバーカードの６つのメリットとは、１、マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、

マイナンバーを証明する書類として利用ができること。２つ目は、マイナポータルへのログイ

ンをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請等に利用ができること。３つ目には、マイナン

バーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ１枚で済む唯一のカードということ。４

番目には、オンラインバンキングをはじめ各種の民間のオンライン取引等に利用できるように

なる今後の見込みということ。５番目には、市区町村や国等が提供する様々なサービスごとに

必要だった複数のカードが、マイナンバーカードと一体化になるということ。最後の６番目は、

コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書が取得できるということです。 

 １０月２０日からは、健康保険証代わりの利用が本格的にスタートしました。９月２６日時



点で専用読み取り機の導入を申し込んだ施設は全国１２万８，８９３施設、これは全体の５６．

２％に当たります。そのうち１万５，３５６施設、全体の６．７％が実施準備を終えました。

政府は、２０２２年度末までに全ての施設での実施を目指しています。健康保険証として利用

する患者側のメリットと病院側のメリットをお伺いいたします。 

○杉森弘之 議長 内藤雪枝保健福祉部長。 

○内藤雪枝 保健福祉部長 マイナンバーカードを健康保険証として利用する患者側のメリッ

トといたしましては、保険者への加入手続はこれまでどおり必要ですが、就職・転職・住所変

更をしても健康保険証として継続して使うことができること、また、患者側が同意すれば初め

ての医療機関でも健診情報や薬剤情報が医師等と共有でき、健診結果表やお薬手帳の持参の必

要がなくなること、さらに、マイナポータルで自分の健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が

確認できること等が挙げられます。 

 また、病院側のメリットといたしまして、予約患者さんを対象に、来院に先立ちまして保険

資格をチェックできるため、医療保険の資格確認の事務処理の効率化が図れること、患者さん

の健診情報や薬剤情報を確認できるので、より的確な診断・医療行為・薬の処方を行うことが

できることが挙げられます。以上です。 

○杉森弘之 議長 ３番秋山 泉議員。 

○３番 秋山 泉 議員 それでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続の

手順について、お伺いいたします。 

○杉森弘之 議長 内藤雪枝保健福祉部長。 

○内藤雪枝 保健福祉部長 健康保険証として利用する手続についてですが、マイナンバーカ

ード読み取り対応のスマートフォンなどを利用して、マイナポータルで申込みすることができ

ます。初めに、マイナポータルを起動して、次に画面の健康保険証利用申込みを押し、次に利

用規約等を確認して同意するを選択し、最後にマイナンバーカードを読み取り４桁の暗証番号

を入れるという４段階の操作で完了いたします。しかし、スマホでの操作が苦手という方には、

医療年金課の窓口脇に申込みができるパソコン端末がございますので、マイナンバーカードと

カード作成時に設定した４桁の暗証番号をお持ちいただければ、職員が随時申込み手続のお手

伝いをさせていただいております。以上です。 

○杉森弘之 議長 ３番秋山 泉議員。 

○３番 秋山 泉 議員 それでは、本市においての健康保険証利用に対応した医療機関、薬

局の数、または準備を実施している医療機関、薬局をお伺いいたします。 

○杉森弘之 議長 内藤雪枝保健福祉部長。 

○内藤雪枝 保健福祉部長 １１月２１日現在、マイナンバーカードの保険証利用が可能な市



内の医療機関等につきましては、医科診療所・クリニックが２件、歯科診療所・クリニック等

が７件、薬局が５件の合計１４件となっています。 

 また、利用準備中の医療機関等につきましては、１１月１４日現在、県内の病院１７４件中

１１８件、医科診療所が１，４４１件中６０６件、歯科診療所１，４７７件中７４５件、薬局

は１，３１３件中１，０８６件が、社会保険診療報酬支払基金に対し、顔認証付カードリーダ

ーの申込みを行っていると公表されておりますが、市町村別の状況につきましては公表されて

おりません。 

 医療機関が利用を開始するためには、医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録と

マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが必要となります。現状ではカードリーダーが

不足しているため、利用の開始ができない状況もあると医療事務関係者から伺っております。

カードリーダーが設置された後、順次、利用開始となりますが、時期は未定となっております。 

 厚生労働省のホームページに利用対応の医療機関や薬局のリストが掲載されており、医療機

関受付窓口にはマイナ受付のポスター等が掲示されておりますので、保険証利用対応かどうか

御確認いただき、医療機関で御利用いただければと思います。以上です。 

○杉森弘之 議長 ３番秋山 泉議員。 

○３番 秋山 泉 議員 今後、利用分野がどう広がっていくのか。例えば、災害時などに政

府が支援の必要な人へ現金給付を迅速に行うため、希望者の預貯金口座とマイナンバーを連携

させる仕組みが来年度中には創設されます。 

 ２０２４年度末には、カードと自動車の運転免許証との一体化が始まり、住所変更などの手

続も警察署に行かなくてもワンストップ、１か所で済むようになります。 

 コロナ禍で日本のデジタル化の遅れが浮き彫りになりました。特に行政のデジタル化を進め

るには、マイナンバー制度の定着が重要な鍵を握っています。先ほども述べましたように、２

０２２年度末までにはほぼ全ての医療施設で健康保険証の代わりにマイナンバーカードが利用

できることとなります。 

 また、政府が取りまとめる新たな経済対策として、マイナンバーカード保有者に対する新た

なマイナポイント制度では、マイナンバーカードを新たに取得した人に５，０００円相当、ま

たカードを健康保険証として利用登録を行った人に、利用開始に７，５００円相当、公的給付

金を受け取る預貯金などの口座とひもづけした場合に７，５００円相当のポイント付与をする

ということです。このことから、マイナンバーカードの普及が重要となります。 

 １１月２１日時点、本市の申請受付件数は４万２５１件、人口に占める割合は４７．４％、

交付件数は３万５，１４７件、人口に占める割合が４１．４％となっています。今後の推進目

標や申請の啓発などをお伺いいたします。 



○杉森弘之 議長 小川茂生市民部長。 

○小川茂生 市民部長 お答えいたします。 

 議員御案内のとおり、国は令和５年３月末までにほぼ全ての国民にマイナンバーカードを普

及させることを目標に、マイナポイントの付与など様々な取組を行っているところです。 

 市におきましても国と同様の目標を掲げ、マイナンバーカード交付円滑化計画により事業を

進めております。 

 市の現状としては、１１月２１日現在で４１．４％の交付率で県内６位、全国平均の３９．

６％を上回っておりますが、今後、交付率をさらに向上させるため、１２月からは行政区の区

民会館等に出向いて申請を受け付ける新たな取組も始めるほか、牛久市商工会にも協力をいた

だきまして、出張申請を行う予定でございます。 

 マイナンバーカードの申請のための啓発活動につきましては、ホームページや広報うしくへ

の掲載をはじめ、本年７月からは毎月ＦＭうしくうれしく放送に出演して、申請サポートサー

ビスについても詳しく紹介しております。 

 この申請サポートサービスは、職員が写真撮影と申請を代行する大変便利なサービスで、現

在は平日のみの実施でございますが、１１月３０日現在で４，９８３人の利用がございます。 

 今後は土曜日と日曜日に開設しているマイナンバーカード交付窓口におきましても、この申

請サポートを実施し、マイナンバーカードのさらなる普及に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

○杉森弘之 議長 ３番秋山 泉議員。 

○３番 秋山 泉 議員 ただいま部長のほうから御答弁いただきましたように、交付割合に

ついては県内６番目に進んでいるということです。様々な角度からさらなる普及に努めていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○杉森弘之 議長 以上で３番秋山 泉議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１３時１０分といたします。 

                午前１１時４９分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後 １時１２分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、６番山本伸子議員。 

      〔６番山本伸子議員登壇〕 



○６番 山本伸子 議員 改めまして、皆さんこんにちは。無会派の山本伸子でございます。 

 今回は大きく３つ質問してまいります。 

 まず、本題に入るに当たりまして、第４次総合計画の中で、市民共創という言葉が初めて登

場しました。今までよく使われてきた市民参画や市民協働と、この市民共創とは、どのような

違いがあるのでしょうか。総合計画を策定するに当たり、市民共創という言葉が選ばれた経緯

について伺います。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 お答えいたします。 

 当市の総合計画につきましては、令和元年度から昨年度までの２か年で改定作業を進め、本

年度から第４次の総合計画により政策を進めております。 

 総合計画には７つの政策分野で構成されており、そのうちの一つとして市民共創という分野

を掲げました。これは、第３次総合計画において、市民交流という分野を継承する形で改定に

当たっております。 

 ただいまの御質問の市民参画、市民協働、市民共創の違いにつきましては、市民参画は計画

段階から市民が意見を出して計画を策定していく段階であり、市民協働につきましては、同じ

目標に向かって一緒に働きましょうという段階、さらに市民共創は、新しいものを一緒に創り

上げていくという段階と捉えております。第３次で市民交流としてまとめていた市民参加の部

分をステップアップさせる形とし、さらに市民共創は、この分野に限らず市の政策全てに共通

する部分であることからも、７つの分野の中心に位置づける構成として総合計画基本構想の改

定案として提示させていただき、選定に至ったものでございます。以上です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 新しいものを一緒に創り上げていく、そういう段階ということで、

それを念頭に置きまして引き続き質問をしてまいります。 

 まず１問目は、パブリックコメントによる意思決定への市民参画です。 

 パブリックコメント、いわゆるパブコメです。これは市の重要な政策の意思決定の過程にお

いて、市民の意見を広く求め市政に反映させるとともに、市民に対する説明責任を果たすこと

によって、公平公正で開かれた市政の実現を目指すこと、多くの自治体ではおおよそそのよう

な目的として要綱や指針を定めております。 

 それでは、翻って牛久市においては、市民へのパブコメの認知度はどれくらいあるのでしょ

うか。今まで意見を提出された市民の平均人数はどれくらいなのかを伺います。 

 また、市としてパブコメの指針は策定していないと認識しておりますが、パブコメの目的を

どのように定義しているのか。その公表方法、市民の意見の提出方法、提出期間、意見の取扱



いと公表までの期間など、具体的な方法についてお尋ねします。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 パブリックコメントの実施結果について、平成

３０年度以降のものを調べましたところ、意見聴取した計画の数が現在実施中のものを含め１

３件、提出された意見は平均で１５件でございました。 

 次に、パブリックコメントの目的についてですが、市の政策を進めていく中で、市民の意見

を聴取することは大変重要なものと認識しており、市の政策の方向性を示す基本的な計画を策

定するに当たっては、その策定過程を示すことで、公正の確保、透明性の向上を図りながら、

市民の意見を反映していくことを目的と考えております。 

 次に、パブリックコメントの公表方法、市民の意見の提出方法等につきましては、現段階で

手続に関する要綱等が定められていないため、ばらつきはございますが、共通した内容につき

ましては、公表方法は市のホームページのほか、市役所、生涯学習センター、図書館、運動公

園等の公共施設の窓口での閲覧により実施しており、意見の提出方法は、窓口への提出のほか、

郵送、ファクス、ｅメールにより受付を行っております。 

 次に、意見の募集期間は２週間から１か月となっており、平均して３週間程度でございます。 

結果の公表につきましては、募集期間終了後１週間から１か月以上と、個々の計画策定上のス

ジュールにより定めている状況でございます。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 平成３０年度からの計画が１３件、そして提出者が１５件というこ

とだったのですが、これは提出の件数は１５件ですが、多分お一人が何件も出しているケース

があるかと思います。人数にすれば何人になるのか、平均、おおむねのところをお知らせいた

だきたいと思います。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 先ほど調べました平成３０年度以降のパブリッ

クコメントですけれども、パブリックコメント１案件に対しまして平均で３．６人から御提出

をいただいております。以上です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 １５件でも、人数にすると３．６人ということで、パブコメに関心

がある少数の市民がいる一方で、多数の市民にはその意義は行き渡っていない現状があるのか

と認識いたしました。 

 パブコメの対象となるものは、基本的な計画や指針、条例などで、内容も決して簡易なもの

ではなく、またその分量も多く、全体を把握し理解するのには時間と労力がかかるものです。



ですので、関心のある市民の方はパブコメの内容について読み込み、意見を提出するのでしょ

うが、多くの市民にとっては内容が分かりにくいのではないでしょうか。 

 そこで、自治体によっては、市民がパブコメの内容の全体像を把握しやすいように概要版を

作成しているところもあります。広く市民から意見を出してもらうための工夫、認知度を上げ

るための工夫など、改善すべき点についてお考えを伺います。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 パブリックコメントの実施目的からすれば、対

象となる資料がより分かりやすく確認できることが必要であると認識しております。 

 当市における昨今のパブリックコメントの実施状況から見ますと、各公共施設の窓口のほか、

ホームページでの公表を行い、意見を募集している旨のお知らせを広報紙やかっぱメールなど、

各課においても、現時点で活用できる様々な媒体を利用することで周知しているところでござ

います。 

 しかしながら、市全体で統一したパブリックコメントの実施方法がない状況もあり、募集期

間や公表時期などにばらつきがあることも事実でございます。意見を出される方々が十分に資

料を確認できる期間の確保、資料の調製、意見募集の周知方法など、手続の方針を定めた要綱

について、本年度の取りまとめに向けて進めております。以上です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 今年度の取りまとめに向けて、要綱を準備しているという御答弁で

した。その中で今後様々な取決めが定義されていくことと思います。 

 今までは国の制度に準じて行われていたと認識しておりますが、例えば国ではパブコメの公

表期間はおおよそ３０日としています。しかし、先ほどの御答弁では、短いものでは公表期間

が２週間というものもありました。とても２週間ではパブコメの内容を読み込むのには短いと

も思いますので、この期間はしっかり取っていただきたいと思います。 

 また、個人だけでなく、その内容によっては関連する団体などにも個別に案内をして、パブ

コメの周知を図る取組をしている自治体もあるようです。 

 さらに、閲覧場所ですが、地域に偏りなく意見を求めるためにも、閲覧場所の検討をする必

要があると考えます。今、ひたち野地区では運動公園のみになっているようですが、人口が多

くなっている地区で１か所というのはバランスとしてどうなのでしょうか。若い人はホームペ

ージなどで情報にアクセスすることが多いのかもしれませんが、目につきやすい場所に配布し

て、より多くの市民に認識してもらうことも大切です。また、例えば教育に関連するものなら

ば、各学校にも配布をし、保護者や先生方に周知することもあると思います。 

 いずれにしてもパブコメを計画などを通すための通過儀礼としないこと、制度として形骸化



しないことが何より重要です。策定に向けての課題を踏まえて、今後の考え方について伺いま

す。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 パブリックコメントの手続に関する要綱につき

ましては、一定の指針を定めることにより、意見募集手続に係る事項を定め、全庁的に統一し

た考えの下に取り組むことができるものと捉えております。 

 要綱の策定に当たっては、十分に意見をいただくことのできる募集期間や、最適な周知方法

の検討など、意見を募集する側、意見を提出する側がともに実施しやすく、かつ的確に意見の

募集ができるものとなるよう努めてまいります。 

 要綱制定後においても、計画策定に携わる各職員が意見聴取の重要さを理解した上で意見募

集手続に当たることにより、市民等の意見を広く的確に聴取することにつながり、その結果、

市民参画の機会を広げ、市民協働、市民共創のまちづくりの実現に向かうものと考えておりま

す。以上です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 今、十分な募集期間とか多くの周知方法、そういうものを考えてい

くというお話でしたが、先ほど私が申し上げました個人のみではなく関連する団体、そういっ

たところへのいわゆるプッシュ型の周知についてはどうでしょうか。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 お答えいたします。 

 全てのパブリックコメントにおいて意見募集の周知は広く行う必要があると考えております。

昨年、私どもの課でパブリックコメントを行った際、市内の企業からの御意見をいただいた経

緯などもございます。特に、個別の計画に当たっては専門的な部分も含まれると思いますので、

それぞれの計画の性質に沿った募集の周知方法について、公平で適正な対応ができるよう検討

を進めてまいります。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 それでは、大きな２番目です。審議会や委員会などによる政策形成

過程への市民参画について伺ってまいります。 

 市政運営に関わる審議会や委員会など附属機関では、委員会審議が活発に行われていると認

識いたしますが、一方その審議の状況を明らかにし、市民に開かれたものとするのが会議の公

開であり、会議の傍聴を希望する市民に参加を認めることです。これら附属機関における傍聴

人の平均の人数はどのようか、伺います。 

 また、傍聴に当たっては、開催日の前に会議の周知を図り、また傍聴人に守るべき事項など



も規定し、市民にあらかじめ周知することが必要であると考えますが、市ではその規定のよう

なものがあるのかどうかも含め対応をお尋ねします。 

○杉森弘之 議長 植田 裕総務部長。 

○植田 裕 総務部長 令和２年度は２６の審議会等について４０回の会議を開催し、傍聴者

は全体で７名、平均しますと１名に満たないような人数でありました。 

 次に、審議会等の周知に関する規定につきましては、平成１６年度に牛久市審議会等の公開

に関する指針を定めています。指針では、会議開催日の７日前までに会議開催の公表をするこ

とや、傍聴人の遵守すべき事項、会議の結果報告の公表を規定しております。また、毎年、開

催した審議会等の一覧と会議公開の運用などを取りまとめ、市広報紙及びホームページに掲載

しております。以上です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 今の御答弁では、審議会が開かれる７日前には公表しているという

ことですが、これは的確に守られているのでしょうか。 

○杉森弘之 議長 植田 裕総務部長。 

○植田 裕 総務部長 全て守られていると認識しております。以上です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 牛久市の場合、審議会の会議開催のお知らせと傍聴の方法について

は、３階にある情報公開総合窓口と市のホームページで周知しているとなっていますが、ホー

ムページでは直近に開催する審議会が一目で分かるようにはなっておりません。パブリックコ

メントはホームページ上でもトップページにあるのですぐにアクセスできますが、審議会等の

傍聴も同じく市民参画であれば同等の扱いが求められると考えます。 

 また、委員会開催後の議事内容です。これは会議録として公開しておりますが、その内容に

はばらつきがあり、会議での主な委員の発言や決定事項を掲載しているものもあれば、議題の

みで、内容に関しては分からないものも多くあります。審議過程の透明性としてはいささか不

十分と言わざるを得ません。 

 第４次総合計画でも、審議会や委員会等の傍聴や議事内容の公表により、政策形成過程の市

民との共有を図りますとしています。これらの点についてはどのような対応をしていくのか、

伺います。 

○杉森弘之 議長 植田 裕総務部長。 

○植田 裕 総務部長 会議開催についてのホームページ掲載、また議事内容・結果の公表に

つきましても、検証した結果、議員御指摘のとおりでした。ですので、今後、公表内容の見直

しを検討しまして、分かりやすい情報の公表に努めてまいりたいと思っております。 



○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 次に、公募制の導入について伺ってまいります。 

 牛久市男女共同参画推進基本計画の中でも、審議会等への女性委員の積極的登用と公募制の

導入が事業として上がっております。そのうち女性委員に関しては、令和２年度実績で、行政

委員会及び附属機関の女性の委員の割合は２７．４％となっており、目標の３割に近づいてい

ます。 

 しかしながら、公募制の導入に関しては、ここ数年未実施となっており、今後の課題として

業務の内容や目的に照らし、随時協議しながら進めるとしていますが、この間どのような協議

が行われ、導入がいまだ未実施となっているのでしょうか。以前は公募制も実施されていたと

記憶しておりますが、未実施となった経緯も併せお尋ねいたします。 

○杉森弘之 議長 植田 裕総務部長。 

○植田 裕 総務部長 審議会等の委員の選任につきましては、審議会等を所管する担当課が

それぞれ行っているところでありまして、公募を実施するかは、各担当課が判断を行っており

ます。令和２年度につきましては公募の実施がございませんが、令和元年度は男女共同参画審

議会委員を公募しております。過去には公募を実施していた審議会等もありましたが、応募が

なかったり、より地域に密着した審議を行うため地域から推薦をいただいたり、業務の専門性

が求められる審議会も多く、公募が実施されなくなったと理解しております。以上です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 審議会などの会議のメンバーが、学識経験者や団体の代表者、また

市長が任命する者によって構成されてきた中では、公募制の意義は市民が主体的に参加するこ

とで審議会などの活性化が図れること、市政に興味、関心を持てる市民が増えること、それが

ひいては市政に対する理解と信頼を深めることにつながることにあると考えます。 

 市民の声が行政に生かされていることを市民が実感できていることが大切であると総合計画

の課題にも上げられており、その点については市も市民参加をしやすい環境の整備に努めると

ともに、市民参加を進める責務を持つものであります。 

 先ほど、担当課の御判断でやっているというお話でしたけれども、一律のそういうお考え、

公募制に対して、積極的な候補者がいなかったからそういうふうに至っていないというような

ことではなく、もう少し今後の公募制の導入に向けて積極的なお考えを伺いたいと思います。 

○杉森弘之 議長 植田 裕総務部長。 

○植田 裕 総務部長 お答えします。 

 市民に公平な市政参画の機会を保障し、市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による開

かれた市政を推進するために、また、男女共同参画を促進する観点からも、審議会等の委員の



公募を行うことは大変意義があることであり、今後、公募制導入についても、また検討をして

まいりたいと思います。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 それは、では総務部としてお願いするわけではなく、担当課にお任

せするという判断でよろしいのでしょうか。 

○杉森弘之 議長 植田 裕総務部長。 

○植田 裕 総務部長 今、私がお答えしたことは、市で実施するというような考え方です。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 それでは、自治基本条例について伺ってまいります。 

 公募制を積極的に行っている自治体では、いわゆる自治基本条例、市民参加条例、まちづく

り基本条例などを策定して、審議会等への市民参加をうたっています。たしか市長の公約にも、

この自治基本条例の制定が公約の一つとしてあったと記憶しておりますが、いまだ制定には至

っておりません。 

 市民参加の方法は、パブリックコメント、市民アンケート、意見交換会、審議会、また市長

への手紙等、様々取組としてはありますが、管轄をする部署も多岐にわたる上に、市全体の施

策の中での市民参加の位置づけとなる条例がありません。総合計画で、先ほど市民参加を市民

共創として、より市民の声が市政に生きるまちづくりとしているのならば、条例化でその姿勢

を市民に知らせることが最も効果的な方法ではないでしょうか。 

 市長の自治基本条例制定への公約への思いについてお聞かせいただければと思います。 

○杉森弘之 議長 栁田敏昭経営企画部次長。 

○栁田敏昭 経営企画部次長兼政策企画課長 先ほどの私の答弁で、第４次総合計画において

市民共創として、市民参加などに係る事項を掲げております。市民意見の反映など具体的な取

組方針をここで定めております。 

 市民意見を聴取、反映する機会は、各事務事業で進めていることから、それぞれの部署が執

り行っております。総合計画に位置づける市民共創の下、市民と行政の相互理解に基づき、ま

ちづくりが進められるよう努めているところであります。 

 御質問の自治基本条例につきましては、本年度当初の時点で、全国で３９７の自治体、全体

の２２％で策定されております。茨城県内の状況といたしましては、県内の６つの自治体で策

定がされているという状況でございます。 

 当市におきましては、条例の具体的な検討までまだ及んでいないのが現状ではございますが、

市民参画などの住民自治に関する部分も含め、他自治体の事例なども参考としながら、引き続

き調査研究をしてまいりたいと思います。 



○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 私も、市長になるときのそういう私の公約でございます。私もそのときに

言いましたが、ただ市長になってからは、そればかりじゃなくて違う方法もあるのではないか

ということを私は思います。例えば、区長会、学校ごとのいろんな話合い、それから代表者、

スポーツ団体の方との話合い、それから空き家対策委員会もそうなのですが、山本議員も出席

されています。あれは私が一応一委員として出席したり、そのような場所でいろんな細かいと

ころにおいて私も出席して、いろんな話を聞いて、その中で、皆さんで市の政策、皆さんの話

を聞くと。エスカードにしたって、年間８回ということで、いろんな代表の人から話を聞きま

した。また、市民の方の代表からも、そういう会を開きまして、選抜でございますけれども、

そういう話をしました。 

 ですから、私はそういう一つのものというのじゃなくて、いろいろ出向いて、いろいろなと

ころで意見をいただく、そしてどのように感じるかと。これはまさに為政者としての一番大切

なことだと私は思っております。ですから、これからもそういうことをしながら、行政につな

がることをどのように市民の方が思っているか、また団体、仕事をする上で、どんなふうにこ

れから運営していったらいいのかということで、私としての情報の大変重要なベースとなって

います。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 市長が積極的にいろんな団体に出向いてお話を聞いているというこ

とでした。 

 今の自治基本条例、県内では６つのみということでした。少ないから引き続き調査検討して

いくという消極的な検討なのか、少なくても市にとっては必要だからという積極的な検討なの

か。今、市長の御答弁を伺うと、より積極的な後者であると私は期待しておりますので、そう

いった実態では今も市民の意見を聞く場がある、それを今度条例化してやっていくというとこ

ろをぜひ期待したいと思います。 

 今、パブリックコメントと審議会についての傍聴が７名というお話でした。まだまだ市民に

は情報が行き渡っていないという感じがいたしました。市では今、どのようなことが行われて

いるのか、何が問題になっているのか、その情報を共有することがあって初めて市民共創とい

うことになろうかと思います。言葉だけではなく、中身のある市民共創になりますようにお願

いしたいと思います。 

 それでは最後、３番目です。文化財の保存と活用における市民との連携について伺ってまい

ります。 

 ２０１９年に策定された牛久市文化財保存活用地域計画では、市の指定文化財の保存につい



ての現状として、金銭的な理由や後継者不足により保護、保存の体制を講ずることが困難であ

る傾向があるとされています。しかし、そんな中でも、市指定史跡の小坂城跡では万全の保存

管理と十分な公開活用が図られるよう、行政の手による史跡整備が行われた後、維持管理を地

元保存団体との官民協働で行われており、行政と市民が共にその文化財の本質的価値を理解し、

誇りと愛着を持って文化財の保護保存に努めており、官民協働による文化財の保存管理の実践

例として注目されるところです。 

 そこで、今現在、官民協働で行われている小坂城跡と城中の雲魚亭の公開と管理の現状につ

いて伺います。 

○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 市史跡である小坂城跡については、供用開始した平成２４年度当初から地

元である小坂・小坂団地・向原の３行政区の有志で構成されている小坂城跡管理組合に、維持

管理を委託しています。年間を通じて、下草刈りや低木等の伐採、看板や階段の清掃などを実

施していただいております。 

 市指定文化財雲魚亭の管理についても、小坂城跡同様に、雲魚亭がある城中町、特に小川芋

銭と関係や面識のある方を中心に構成された小川芋銭記念館雲魚亭保存会に、室内清掃などの

日常的な維持管理業務を行っていただいております。土日祝日の一般公開対応についても委託

をしております。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 分かりました。 

 それでは、市の指定文化財以外の文化財の保存と活用について伺ってまいります。 

 特に、住井すゑ文学館が今回開館となり、牛久沼周辺の歴史的、文化的価値が一層注目され

ることとなりましたので、今回は中世城館遺跡群保存活用区域として位置づけてある牛久城跡

及び周辺エリアについて伺います。 

 牛久沼を囲むこの地域は景観重点地区にもなっており、ヘルスロードにも指定され、徒歩で

沼周辺の史跡を巡る人も見かけます。ところで、牛久城跡においては、市の指定文化財にはな

っておりませんが、農業政策課所管で、県からの身近なみどり整備推進事業、この交付金を使

い城中地区の協議会の方たちによる環境整備が行われていたと伺っています。地権者の方から

借地をし、整備をしてきた事業期間である１０年が終了し、今も引き続き農業政策課の所管で

協議会が管理を行っていると認識していますが、今後もこのままこの官民協働の環境整備を行

っていくのでしょうか。といいますのも、牛久城跡を文化財と位置づけているのであれば、本

来、教育委員会所管で小坂城跡と同じように維持管理を行っていくのが適しているのではない

かと考えます。 



 また、東林寺城跡でも有志の市民団体の方が自主的に空堀の整備を行い、多くの不法投棄さ

れたごみの回収や樹木の伐採などを手弁当で行っている現状です。 

 どちらも文化財を取り巻く自然環境を大切にしていきたいとした思いから活動が行われてい

ます。 

 牛久城跡も、東林寺城跡も、市の指定文化財ではないものの、どちらも文化財の価値として

は重要なものであり、官民協働の環境整備は同じように取り組んでいくべきと考えるところで

す。文化財保存活用計画でも、くるわや土塁、堀などが良好に残る牛久城跡、東林寺城跡につ

いて、文化財としての価値を高め顕在化させるために必要な調査手法を検討するとあります。

この地域の自然豊かな文化や歴史を守り伝えていくための官民協働による環境整備のお考えに

ついて伺います。 

○杉森弘之 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 議員御指摘のとおり、地域の自然豊かな文化歴史を後世に守り伝えて

いくため、官民連携による環境整備の必要性については認識しております。 

 しかしながら、牛久城跡や東林寺城跡など、市の指定を受けていない文化財を含め、市内１

９４か所全てのそのような埋蔵文化財に対して、公有化されている市史跡の小坂城跡や市指定

文化財の雲魚亭と同様の環境整備を行っていくことは不可能と考えています。 

 しかしながら、文化財保護法第４条第２項には、国民及び文化財所有者の心構えとして、文

化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共

のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなけ

ればならないとうたわれております。 

 そのため、市としては文化財の所有者に対し、保存・公開へ向けての努力義務について、御

理解いただけるよう働きかけていかなければならないと考えております。 

 まずは文化財所有者に、地域の文化財を後世に伝えていく重要性について共通理解をしてい

ただき、その保存活用に対しての合意形成がなされること、さらには地域の方が主体となり継

続的に管理運営していける仕組みを構築することが、官民連携による環境整備へ向けた第一歩

と考えております。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 今の御答弁では、市の指定していない文化財が１９４件あって、そ

れは同様の環境整備は不可能という御答弁でした。しかしながら、牛久城跡に関しては、今ま

で市が借地をして森林整備を行った経緯から鑑みれば、市の指定文化財ではなくとも、それに

並ぶ文化財としての価値を持つという認識であると私なりには考えておりました。もし今おっ

しゃったように所有者、そういう個人の下で管理となれば、今までのような整備ができるのか



と懸念するところです。 

 今まで１０年間、この牛久城跡を整備してきた城中地区の協議会は、地域のコミュニティー

の場ともなっており、子供や孫も参加して次の世代に活動をつなげているということも伺いま

した。今後も官民協働の体制が取れるよう検討いただきたいと思います。 

 一方で、東林寺城跡のある新地地区で、筑波大学の学生が地域調査を行った報告会が先日行

われました。農村地理学を研究しているグループが、今回、牛久市の新地地区を選び、住民に

アンケート調査や聞き取りを行い、この７０年の地域の変遷を調べたものでした。 

 新地の舌状台地という特殊性、浮田という特殊な農法、稲荷川改修による人々の暮らしの変

化、また比較的都市にも近いという立地などの要因による耕作放棄の進行、住民のなりわいは

農漁業から農業と勤めの兼業、そして今は勤めのみの世帯が急激に増えているということも分

かりました。そして、あの農村景観を持続していくためには、新地の台地上の農地利用や資源

管理を考えていくことが重要であり、課題でもあると話していました。自然が社会や文化をつ

くるのではなく、人々の暮らしや文化が自然環境に働きかけて景観をつくり出していることを

大学生の発表から学びました。 

 このように牛久沼周辺に位置する歴史や文化、自然、そして景観は、私たち市民にとって貴

重な資産であり、資源であり、そこを市民と行政が連携して管理整備していくことについて、

いま一度市としてのお考えを伺います。 

○杉森弘之 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 牛久沼周辺に位置する歴史、文化、自然につきましては、市の最上位

計画であります第４次総合計画第３章第５節に、市民も市外の人も楽しめるにぎわいのあるま

ちづくりの施策の展開方向である、地域の観光資源を磨き上げ活用するや、観光客に訪れても

らう仕組みをつくるという中で取り上げられており、まさに貴重な観光資源であると認識して

おります。 

 教育委員会では、それゆえ牛久沼周辺の観光文化の拠点として、市に寄贈されました住井す

ゑの居宅等を牛久市住井すゑ文学館として整備し、１１月３日より一般公開を開始いたしまし

た。 

 今後は、河童の碑や牛久城跡など、周辺の文化遺産と連携し、文化財を活用した新たな観光

拠点とすることを目指しております。 

 先般行われました行政区役員会と市執行部との意見交換会におきましても、住井すゑ文学館

と地元との協働、文化遺産を活用した観光についてをテーマに、地元との協働の重要性につい

てお話をさせていただきました。その中で、行政だけでなく、地域全体でのおもてなしの意識

づくりを醸成するためには、文化財の所有者と共に文化財を取り巻く近隣の皆様の文化財が地



域の貴重な財産であり、地元で守り伝えていこうとする強い思いが必要であることをお伝えし

たところでございます。 

 引き続き、市指定文化財である小川芋銭記念館雲魚亭や牛久市住井すゑ文学館がさらに地域

に根づき、牛久沼周辺の文化観光資源の活用の拠点となれるように、地域の皆様との対話と連

携に努めてまいります。 

○杉森弘之 議長 山本伸子議員。 

○６番 山本伸子 議員 牛久沼周辺は、先ほど御答弁にもありました住井すゑ文学館、そし

て雲魚亭が文化芸術課の所管、そしてかっぱの小径と観光アヤメ園、また河童の碑の駐車場の

トイレとか得月院トイレ、これが商工観光課、そして牛久城跡が農業政策課、また景観条例に

基づく景観重点地区としての整備は都市計画課と、多くの部署がそこに関わっています。それ

だけ牛久沼周辺地区の価値が多種多様にあるということにもなるのでしょうけれども、あの地

域の将来像をどう描き、守るものは守り、整備するものは整備していくかというビジョンの共

通認識が必要ではないでしょうか。 

 午前中の同僚議員の質問にも、築８０年となる雲魚亭の耐震化、こちらに対する保全修理の

課題も取り上げられておりました。そういった様々な課題についてのビジョンに基づき、中心

となって関わる組織がどこになるのか。私は、個人的には、先ほど観光資源という言葉もあり

ましたので、それは商工観光課になると思いますが、そこが中心となって、いわゆる牛久沼プ

ロジェクトのような体制は、縦割り行政の弊害を避けて中長期的な視点に立った施策を進める

上でも大切なことではないでしょうか。そのような横断的な体制整備の検討を希望して、私の

一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○杉森弘之 議長 以上で、６番山本伸子議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１４時５分といたします。 

                午後２時００分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後２時０８分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１１番守屋常雄議員。 

      〔１１番守屋常雄議員登壇〕 

○１１番 守屋常雄 議員 皆様、改めましてこんにちは。新政会の守屋常雄でございます。 

 今回は２つの質問をさせていただきます。 

 まず最初の質問ですが、仮定の話を語るのは誠にはばかられますが、当市と隣接する阿見町



は多くの有望企業の大規模倉庫や工場の誘致をはじめ、ライトウインズ阿見、また自衛隊基地、

あみアウトレットなどを有する非常に個性的で魅力ある町であります。そして、当市との将来

的な合併相手として考えられると思います。 

 しかし、それをかなえるためには、十分な時間をかけてお互いの信頼関係をつくり上げるこ

とが肝要と考えられます。それをベースにして、まずいろいろな手順はあると思うのですが、

双方の定住人口と人流の大幅な増加策を図ることが大事であると思います。それには双方の観

光資源と強みを十分に調査研究して最大限に生かし、域内の交流をまず安定的に増やすことだ

と思います。両市の強みや魅力を冷静に調べると、今現在でもいろいろな分野に及んでいると

思いますが、将来どうなるか考えると、大きく考えられるのが日本の国技である相撲の代表的

な部屋に間違いなくなる荒磯部屋が間もなく誕生することだと思います。恐らく日本一の迫力

ある大規模な相撲部屋になり、今後長く栄えることになると思います。こんなチャンスを隣の

市としてほっておくことはできないと思います。 

 ぜひこのチャンスに、住みやすさ日本一を目指し、教育施設及び学びの都市日本一を標榜し

て、両市でがっちり協力体制を整えれば、投資は容易になり、例えば牛久駅からひたち野うし

く駅及び荒川沖駅、そして将来的にはつくば駅の間などを結ぶ新交通システム構築などが考え

られると思います。 

 このような変化がさらなる投資を促し、旧阿見町の上下水道のインフラ投資などに速やかに

つながり、また旧牛久市の教育施設を利用することもでき、このようなことで地元経済の底力

がつき、交通網が進み、住みやすいまち日本一が必ず誕生すると思います。 

 最後に、口で言うのは簡単と言いますが、牛久市と阿見町は大きなポテンシャルと可能性を

持っていると思います。 

 そこで、お伺いいたします。執行部は、今後将来的な阿見町との合併を目的にした話合いを

進めていくか、お聞きしたいと思います。また、合併まで至らなくても、いろいろお互いにメ

リットを共有できるすばらしい仲間としても活動できると思います。ぜひこの際に阿見町との

深い絆を結んでいただきたいと思いますが、併せてお聞かせください。 

○杉森弘之 議長 滝本 仁市長公室長。 

○滝本 仁 市長公室長 阿見町との合併につきましては、平成の大合併と言われた時期であ

ります平成１４年１２月に市議会において牛久市合併検討特別委員会より、「阿見町との合併

は推進すべき」との結論が、そして平成１５年３月には市内各界の有識者及び市職員の総勢６

０人をメンバーとした牛久市合併懇話会より、「合併は進めるべき、相手先は阿見町」との報

告がなされております。 

 その後、市議会議員選挙、市長選挙が行われ、徹底した行財政改革に取り組み、自立したま



ちを目指すべく、当時の状況としては、まだ合併する段階には至っていないとの判断をした経

緯がございます。 

 当時から２０年近くが経過し、社会情勢も変化し、人口減少社会の中で地域を活性化してい

く方策としては、広域連携といった大きな流れがございます。実際に現在、龍ケ崎地方衛生組

合や稲敷地方広域市町村圏事務組合といった牛久市が構成市町村となっている２つの一部事務

組合と、龍ケ崎地方塵芥処理組合の事務の統合に向けた計画を策定している状況でもございま

す。 

 守屋議員の御提案のとおり、お互いの強み・メリット・デメリットを補い合い、住みやすい

まちにしていくことは、大変重要なことではありますが、現在、阿見町からの合併の申入れは

なく、牛久市としても阿見町との合併を具体的に協議する段階にはございません。 

 茨城県が事務局となり県南地域の１４市町村長を会員とした県南地方総合振興協議会が平成

１８年から組織されてございます。県南地域共通の課題に取り組むための意見交換の場として

おり、このような場を活用して様々な視点から将来のまちづくりを展望してまいりたいと考え

ております。 

○杉森弘之 議長 守屋常雄議員。 

○１１番 守屋常雄 議員 ありがとうございました。私は、合併の話を持ち出したのは今回

で２回目なのでございますけれども、大体、そのようなお答えが来るだろうなということは予

想していたのですけれども、牛久市だけのボリュームでは、これ以上牛久市が発展するという

のはなかなか難しいかなと。そのために県南地方でまとめてやるという方法も分かるのですけ

れども、かなり難しいと思います。 

 それで今、私が感じているのは、牛久市が非常にいろいろな意味で閉塞感が漂い始めた状況

にあるかと思います。やはり人口の増加を図らないと、新しい産業の展開とかは望めないと思

います。阿見町から何も話がないというのは、これはもう事実だと思いますけれども、本当に

小さな力をみんなで少しずつ出し合って、ぜひ阿見町との展開強化、これを牛久市が主導して

いくというような形でいけるように、皆さんで、執行部の方にお願いしたいと思います。 

 それでやっぱり稀勢の里がいる荒磯部屋の件なんですけれども、これをいろいろな意味で利

用しない手はないと思います。あらゆることを考えて、ぜひ先に進めていただきたいと思いま

すので、今後とも忘れずに、阿見町との合併に至らなくとも、どうやったらもうちょっときめ

細かく２市で活動できるか、それを考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 ２番目の質問ですが、生活保護の在り方についてであります。 



 まず、直近の話ですが、コロナ禍を原因とする生活保護に至ったケースは、分かる範囲で牛

久市での件数とその特徴的な原因があれば教えていただきたいと思います。 

 また、コロナ前よりの増減は、皮膚感覚で結構ですのでお答えいただきたいと思います。 

○杉森弘之 議長 内藤雪枝保健福祉部長。 

○内藤雪枝 保健福祉部長 コロナ禍が原因で生活保護に至った世帯数については、感染が拡

大した令和２年４月から令和３年１０月末までの１年６か月間で、７世帯となっています。こ

の期間における生活保護の新規開始世帯数は９２世帯となっていますので、７．６％がコロナ

禍の影響で生活保護開始に至っている状況です。具体的なコロナ禍の影響といたしましては、

就業先の閉店や倒産により失業し、生活困窮に陥った世帯となっています。 

 生活保護受給世帯数の経年推移ですが、コロナ前の令和元年度末は４０７世帯、コロナの影

響を受けている令和２年度末は４１６世帯、令和３年１０月末では４２７世帯で、コロナ前と

比較しますと２０世帯増加しております。増加の理由は、コロナ禍の影響よりも病気や高齢が

原因で、就労収入が得られない等が多くを占めている状況となっております。以上です。 

○杉森弘之 議長 守屋常雄議員。 

○１１番 守屋常雄 議員 どうもありがとうございます。 

 それでは、２番目の小さな質問なんですけれども、ここ十数年の傾向ですが、今社会問題化

している社会活動を拒否してただ家に引き籠もっている若者たちが増えていると感じます。こ

のケースでは、両親の方々はまだ元気な方も多く、自分自身の問題として真剣に子供と向き合

っている親御さんも多く、子供の行動を黙って見守り成功を信じる気持ちでいると思います。

これならば何も心配はありません。 

 しかし、最も心配なのは、若いときからひきこもりが始まり、そのまま４０代以降も引き籠

もったままの人たちです。いわゆる８０５０問題だと思いますけれども、親御さんは私世代よ

りさらに高い年代の方が多く、もしも不幸に両親が亡くなれば、本人の立ち直りがない場合は、

このケースは確実に将来の生活保護につながると思います。各自治体で実態の把握は行われて

いないと思いますが、牛久市での将来の準備やそれに対する対処システムなどの研究は立てら

れているのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○杉森弘之 議長 内藤雪枝保健福祉部長。 

○内藤雪枝 保健福祉部長 内閣府が平成３０年に実施した生活状況に関する調査結果により

ますと、４０歳から６４歳までのひきこもり者数は、推計６１万人で、１５歳から３９歳の若

者のひきこもり者数５４万人を大きく上回る結果となりました。 

 本市においては、ひきこもり者数の把握はしておりませんが、社会福祉協議会に委託してい

る自立相談支援事業において、令和２年度は８件のひきこもりに関する相談がありました。相



談者は両親や家族で、相談内容は、仕事に就かせたいなどが多くを占めております。本人の相

談同意が得られていない場合が多く、具体的な支援につながらない現状となっています。 

 ８０５０問題に象徴されますように、５０代のひきこもり者が８０代の親の年金等の収入で

生活し、親が亡くなると生活困窮に陥ることは容易に想像できます。市といたしましては、ひ

きこもりの相談を通して、関係機関と連携し、本人の社会参加を促していく伴走型の支援が、

まずは必要であると考えております。経済的自立へ向けての支援として、来年度より現状の自

立相談支援事業において、社会参加に向けた丁寧な支援を必要とする方に対応するため、専任

支援員を配置するなど支援体制の強化を目指してまいります。以上です。 

○杉森弘之 議長 守屋常雄議員。 

○１１番 守屋常雄 議員 ありがとうございました。 

 昭和世代は、風潮として、生活保護を受けるのは恥ずかしいことと考え、厳しい生活に耐え

る方々が多くいたのも問題ですが、簡単に生活保護受給を考えるのは安易過ぎると思います。

あまり表面に出にくい問題ですが、今後最もあぶり出される社会問題になってくると思います。

こういう問題は身近な社会問題として、自治会などとの連携を深めて話し合って、問題の本質

を探る事案だと思います。市の担当部署だけでは限界があると思いますが、対策をお考えなら

ばお聞かせ願いたいと思います。 

○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 生活保護に至る前段階において、自立を支援する施策としては、生活困窮

者自立支援制度がございます。当市では、自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支

援事業の３事業を社会福祉協議会へ委託し実施しております。 

 具体的には、生活困窮者及びその家族等からの相談において、状況を丁寧に聞き取り、アセ

スメントを実施して個々の状態に合った支援プランを作成し、就労支援や家計再建等の支援を

一体的かつ計画的に実施するものでございます。 

 令和２年度の３事業の実績でございますけれども、自立支援相談支援事業では、相談件数が

１，０１１件、令和元年度は１４５件でした。約７倍に増加しておりまして、就労準備支援事

業は４名の対象者に支援プランを作成し継続的な支援を実施した結果、一般就労に１名、福祉

的就労に１名がつながりました。家計改善支援事業は、家計収支を明確にし、自己管理に向け

た支援を４名に実施したほか、債務整理をするための債務表の作成支援や法テラス同行を３名

に実施しました。このほか、関係機関と連携しながら、生活困窮世帯への食糧支援等を実施し

ております。 

 支援が必要な方がこれらの相談につながるためには、民生委員や行政区長をはじめとした地

域住民の働きかけが必要な場合が多くあります。また、庁内の様々な手続等において、生活困



窮を察知した場合には、相談につながるよう連携して対応しております。制度について広く周

知するとともに、生活保護に至る前段階の支援として、今後も引き続き、生活困窮者個々の状

況に応じた自立支援事業の充実に努めてまいります。 

○杉森弘之 議長 守屋常雄議員。 

○１１番 守屋常雄 議員 大変ありがとうございます。 

 いろいろお話しさせていただきましたが、この問題は保健福祉部だけでは将来的に解決でき

る問題ではないと思います。ぜひ保健福祉部が中心になり、オール牛久市民で解決すべき問題

だと思います。特に、これから大変だと思いますけれども、区長さんとか民生委員の方々に本

当に頑張っていただきたいと思います。担当部署の方々の健闘をお祈りして、私の一般質問を

終了させていただきます。大変ありがとうございました。 

○杉森弘之 議長 以上で、１１番守屋常雄議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで着席のまま暫時休憩いたします。 

                午後２時２９分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後２時３０分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、７番柳井哲也議員。 

      〔７番柳井哲也議員登壇〕 

○７番 柳井哲也 議員 無会派の柳井哲也でございます。 

 大きく２点について質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず第１番目、コロナ禍後の支援策ということで、魅力あるまちづくり、コロナが今、終息

とまでは言えませんけれども、茨城県も今、感染して入院している人はゼロになったという新

聞報道もありました。ちょうどゼロからのスタート台に立ったような気持ちでまちづくりをや

っていくべきであろうということで質問していきたいと思います。 

 １番目の農林商工の実情についてということで、コロナ禍による影響は農林商工など様々な

分野にわたっており、また感染者の中には亡くなった方や重篤な後遺症を持っている方も多数

報告されておりました。現在、小康状態になっているとはいえ、この２年近くにわたる苛酷な

経験は私たちに様々なことを想起させたと思います。 

 国としては、食料安保、それから経済安保の重要性を自覚することとなり、今後どのような

国づくりをやっていくべきか見直しをやっているところと思います。 

 牛久市としましても、何が強く、何が弱いのか。農林商工の実情を把握した上で魅力あるま



ちづくりをやっていくスタート台に立つべきと考えます。 

 そこでまず、その実情について伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○杉森弘之 議長 山岡 孝環境経済部長。 

○山岡 孝 環境経済部長 まず、農業におきましては、コロナ禍の影響で、いわゆる「おう

ち時間」が増えたことにより、農産物の個人消費は増加しております。その一方で、外食産業

は、営業時間短縮やアルコールの提供停止等が大きく影響し、結果的に大量消費の部分が激減

した関係で、全般的に農産物の価格は下落傾向にあるのが実情です。 

 商工業では、国や県及び市独自の支援のほか、無利子や低金利の融資等も事業継続の大きな

後押しになったと見られ、新聞報道や商工会からの情報によれば、コロナ禍により倒産に至っ

た市内の事業者は４件にとどまっているとのことです。以上です。 

○杉森弘之 議長 柳井哲也議員。 

○７番 柳井哲也 議員 ありがとうございます。 

 ２番目の質問に移りたいと思います。市と商工会との連携、それからハートフルクーポン券

についてということであります。 

 県内自治体の中には、最も打撃を受けたのは飲食店ということで、その支援策として加盟店

で１，０００円以上の食事をすると次回から利用できる５００円分の食事券１枚を店から配付

される、そういう仕組みをつくり、飲食店に２度足を運ぶような仕組みをつくっているところ

もあるという報道がありました。 

 牛久市と商工会との連携は、ハートフルクーポン券をはじめ様々な支援策をやってきている

ことと思いますが、改めて話合いの機会を持って、見直しを含めた効果的な支援策を考えてい

くべきではないでしょうか。市の考えをお聞きします。 

○杉森弘之 議長 山岡 孝環境経済部長。 

○山岡 孝 環境経済部長 コロナ禍でダメージを受けた市内経済の活性化を図るため、ハー

トフルクーポン券につきましては、商工会の協力を得て、幾つかの支援策を講じております。 

 まず、今年度上期はゴールデンウイークの需要を見込んで、例年は６月１日の発売日を４月

２６日に前倒しいたしました。その結果、有効期間もそれだけ延びております。 

 また、昨年度同様、プレミアム分の２２％に当たる事業者負担分を市が助成しております。 

 近隣の市町村ではプレミアムを大きくして経済の活性化を図ったようですが、抽せん制であ

ったり、売れ残りが生じたりしたとも聞いております。 

 一方、市商工会が発行するハートフルクーポン券は購入者の制限もほぼありませんし、何よ

り事業者支援を最大の目的として約２０年継続していることから、市民の認知度も高いようで

す。プレミアムは１０％なので、確かに近隣市町村よりは見劣りがしますが、毎回完売して、



使用率も９９％を超えているので、市内経済活性化の一助となっていることは確かです。 

 プレミアムが消費者にとってメリットなのはもちろんですが、特に新型コロナウイルス感染

症の拡大が始まってからは、完売までの日数が極端に短くなったことを考えれば、市内の事業

者を応援したいというお気持ちが、購入者の方々の動機になっているのではないかと推察いた

します。 

 今後も、市としましては、商工会との協議を重ねて、改めるべきところは改め、よりよい形

で支援ができるよう努めてまいります。以上です。 

○杉森弘之 議長 柳井哲也議員。 

○７番 柳井哲也 議員 きめ細かい支援策をよろしくお願いしたいと思います。 

 ３番目の質問に移ります。農林業対策であります。 

 外食産業が長らく休業したため、米や野菜、先ほども話がございました農業への影響も大き

かったと思います。市内のタケノコやシイタケなども出荷できるようになったにもかかわらず

荒れ放題の竹林も多くなっていますが、出荷できるようなものを生産するには、まず環境整備

から始めなければというところであります。 

 そこで、一例として、グリーンファームで竹パウダー製造機を用意し、利用しやすい価格で

貸し出すなど、支援策を考えてはどうかという質問であります。竹パウダーは有機肥料として

極めて効果があり、また菌床栽培にも最適とのことであります。キノコの生産者を育成しなが

ら、特徴あるまちづくりにも貢献できます。 

 市内には林業をやっている人はいないようですが、製材できるような大木を伐採しても利用

されず、処分に困っている状況です。反面、木材価格は急騰しています。これについてもグリ

ーンファームがそれらを引き取って製材するとか、あるいは民間業者を誘致し支援していって

はどうか。市内の荒れてしまった山林を整備し、新たな価値あるものを生産していけるような

地域にできたらと考え、質問いたします。よろしくお願いします。 

○杉森弘之 議長 山岡 孝環境経済部長。 

○山岡 孝 環境経済部長 管理することができずに荒れてしまった竹林や森林が、市内に限

らず全国的にも増えていることは認識しております。 

 御提案の荒廃竹林解消策の一つとして、竹パウダーの有機肥料化や菌床栽培利用については、

市内で取り入れている農業者もいたことから、以前に検討した経緯がございます。残念ながら

個々の農法に合わないということで、賛同する農業者がおらず拡大には至りませんでしたが、

再度、勉強会等において検討してまいります。 

 また、機械の導入貸出しにつきましては、大型で破砕音も大きく、危険も伴い、誰でも手軽

に扱えるものではないため難しいと考えます。 



 次に、市内で伐採され処分に困っている木材を、うしくグリーンファーム株式会社で製材、

もしくは民間の製材事業者を誘致して支援してはどうかという御提案ですが、市内には木材の

製材利用を目的として育成している管理林業地はないと認識しております。御質問のとおり、

数年前より国産木材の価格は高騰しており、追い風と言われておりますが、牛久市のように気

候の穏やかな地域で管理されずに育った木は、間伐材に限らず、建築材料としての利用価値は

低く、販売が難しいのが現状です。 

 さらに、専門家の意見では、例えば、杉を柱として利用する場合、樹齢５０年と言われてお

り、それより大きく育ち過ぎても、小さくても、柱として利用ができないとのことでした。 

 以上のようなことから、新たに製材事業者の誘致や、うしくグリーンファームに製材施設を

整備するのは難しいと考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 柳井哲也議員。 

○７番 柳井哲也 議員 ありがとうございます。今の問題なんですが、牛久市内で山林を持

っている方が木を伐採した場合に、どこにも買ってもらえない、持っていってもらえないとい

うことで、本当に皆さん困っているんです。何か利用できないものか、それが市民の素朴な疑

問であろうと思っております。どこかでこういうものをこんなふうにしたら有効活用できるん

だよというようなアイデアというものが出てこないものかなといつも感じているところであり

ます。 

 森林の環境税、１人１，０００円ずつ出して、それが地域の山林とか何かの荒れたところ、

山林の所有者、整備するにはちょっとお金がかかり過ぎてやれないというものを解決するため

に、森林環境税というのを国が考えてくれたわけなんですけれども、牛久市の森林、山林、本

当に荒れ果てています。何とかきれいな山林になって住みよい地域になってもらえないものか

と考えております。何らかのアイデアがありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 ４番の観光客対策について質問をいたします。 

 新型コロナ感染症の第６波は必ずやってくるという前提で、国はさらなる対策を進めていま

すが、一日でも早い終息を願うばかりです。既に国内の観光客は増加しつつあり、インバウン

ドも含めて速やかに受入れ体制を整えていくべきと考え、質問を用意していたところでありま

すけれども、インバウンドについては日本にもオミクロン株が上陸してしまったということで、

可能性は今のところ全くゼロになってしまいました。国内のお客様のみを対象とした受入れ体

制の構築しかありません。 

 牛久シャトーや牛久大仏に来てくれたお客様にさらに牛久を楽しんでもらえるよう、その周

辺に野菜直売所や物産販売店をつくっていくことが有効と考えますが、ＪＡなどとの連携を考

えているのかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 



○杉森弘之 議長 山岡 孝環境経済部長。 

○山岡 孝 環境経済部長 ただいまの御質問にもございましたように、第６波も懸念され、

海外の状況に鑑みると予断を許さない状況には違いありませんが、現在、新型コロナウイルス

感染症の国内感染者数は激減し、落ち着きを見せつつあります。 

 早速、県内でもＧｏＴｏＥａｔや、いば旅あんしん割が再開され、ＧｏＴｏトラベルも来年

１月に再開予定との報道があり、商工観光課にも連日問合せの電話がかかってきております。

昨年、商工会との連携により企画したものの、残念ながら中止に追い込まれたＧｏＴｏトラベ

ル牛久版についても、次年度の開催に向けて可能性を模索しております。 

 また、直売所や物産店につきましては、市内にあります大規模直売所を例に取ると、地元野

菜はもちろんのこと、全国から農産物や加工品を取り寄せて魅力の向上を図るとともに、観光

スポットと連携することにより、市内外からのお客様で常時にぎわいを見せております。 

 長年にわたり運営してまいりました市営青果市場の将来像として、直売所等への転換も活用

案の一つと考えております。それも視野に入れつつ、直売所等の誘致や整備を検討する際には、

ＪＡや民間事業者との連携及び協力を前提に、慎重に進めてまいりたいと思います。以上です。 

○杉森弘之 議長 柳井哲也議員。 

○７番 柳井哲也 議員 ありがとうございます。牛久市はまだまだいろいろ魅力あるまちづ

くりをやっていくのに可能性のあるまちだなといつも思っております。よろしく御指導いただ

けたらと思っております。 

 それでは、第２番目の質問に入ります。牛久市の偉人についてであります。 

 牛久市民が誇りとする市の偉人にはどのような人がいるのか。これまで牛久市は、小川芋銭

展を開催しており、本年１１月には住井すゑ文学館がオープンを果たしました。ともに国内の

様々な方々に大きな影響を与え、ファンを擁していることから、今後どのように進展していく

のか期待しているところです。 

 このお二人のほかに牛久市にはどのような偉人がいるのか、お伺いしたいと思います。 

○杉森弘之 議長 大里明子教育委員会次長。 

○大里明子 教育委員会次長兼生涯学習課長 柳井議員がただいま挙げられました、画家小川

芋銭や作家住井すゑについては、文学的観点から見た郷土にゆかりのある偉人であると考えま

す。 

 同じように文化財の観点から、例えば日本遺産認定を受けた牛久シャトーの創業者神谷傳兵

衛なども、顕彰に値する偉人の一人に挙げることができるのではないでしょうか。国産ブドウ

でのワイン造りの先駆けとして、ブドウの栽培からワインの醸造、貯蔵、出荷まで一貫した製

造工程を有していた現在の牛久シャトーを創設した功績は大きく、国指定重要文化財であるシ



ャトーカミヤ旧醸造場施設と併せて、甲州市と共に日本遺産事業を活用しながら、市民に広く

広報し、次世代へ継承していく必要性があると考えております。 

 また、各世代から広く支持されるスポーツの分野においては、国技である相撲をはじめ、プ

ロ野球、サッカーなど各競技において、牛久市出身の選手が活躍をされているところでござい

ます。 

 市民の目線から郷土の偉人について考えてまいりますと、歴史・文化・芸術のほか、スポー

ツ、政治・経済など、あらゆる分野において、過去から現在まで牛久市ゆかりの皆様の御活躍

があります。 

 その功績は多岐にわたることから、市民それぞれが思い描く偉人像は様々にあるものと考え

ております。 

○杉森弘之 議長 柳井哲也議員。 

○７番 柳井哲也 議員 牛久市にゆかりのある偉人について、市民それぞれが描く偉人像は

異なるであろうということは、誠にそうだと思います。 

 一つの分野において大活躍されて、多くの日本国民に認められ賞賛されたことが一つの基準

になるのかなと思ったりしていますが、私見では芸術家や作詞家、オリンピックの金メダリス

トなど五、六名いるのではないかと考えております。 

 そういう方々の展示会の予定について、そういうものはあるのかどうかについて、次に質問

をしたいと思っています。 

 これまで牛久市には資料館のような専門の展示会場はなかったために、展示会というイベン

トは、これが整備されている自治体と比べて圧倒的に少ないものとなっています。牛久市が自

信を持って偉人と考えられる人がいるのであれば、市民の方々にその優れた点についてぜひ紹

介していくべきと考えます。 

 また、実際に展示会の予定があるのであれば、いつ頃になるのか、分かる範囲で伺いたいと

思います。 

○杉森弘之 議長 大里明子教育委員会次長。 

○大里明子 教育委員会次長兼生涯学習課長 郷土の偉人を顕彰し、次世代へ継承していくた

めの展示会場となる施設については、第３回定例会における柳井議員の一般質問の中で答弁い

たしましたとおり、現在市には博物館施設がないため、既存の施設利用を前提に考察していか

なければなりません。 

 そこで、１１月に開館いたしました住井すゑ文学館の多目的展示スペースである抱樸舎を有

効に活用し、郷土の先人に関する資料などを公開展示することにより、市民や子供たちに、そ

の功績について紹介していけるよう考察してまいります。 



 また、現在市では、図書館における市民大学講座において、市の学芸員が牛久の歴史につい

て講義をしたり、神谷傳兵衛が日本ワインの製造と普及に生涯をささげたストーリーを分かり

やすく漫画にした日本遺産漫画教材を市内の各学校で配付したりするなど、既に歴史や偉人の

顕彰については、展示という形にとどまらず、それに代わる様々な手法を取り入れております。 

 市民や次世代を担う子供たちへ、郷土の先人や偉人の功績を伝え、牛久の歴史や文化の学び

から郷土への愛着を育むための働きかけについては、講座やワークショップなどと併せて、学

校の授業との連携も視野に入れながら、引き続き行ってまいりたいと考えております。以上で

す。 

○杉森弘之 議長 柳井哲也議員。 

○７番 柳井哲也 議員 いろいろな方法でやってきておられるという報告がございました。 

 それでは、３番目の質問に入ります。 

 現在、活躍中の偉人を顕彰する意義について質問したいと思います。よろしくお願いします。 

○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 牛久市には、歴史・文化的分野においての先人や偉人のほかに、美術・芸

術分野で功績のある作家の方も多くいらっしゃいます。 

 現在、芸術分野において活躍をされている市にゆかりのある作家の中には、うしく現代美術

展をはじめとした当市の文化芸術事業に深く携わっていただいている方も少なくありません。 

 今後もそのような方たちと連携体制を築きまして、市主催の事業へアドバイスをいただくな

どの形で御協力をお願いしていくほか、既存の事業の周年に当たる機会を活用して、市にゆか

りの作家にフォーカスを当てた特別展なども企画してまいりたいと考えております。 

 市内外から全国的に作品が広く認められるなど活躍されている、市にゆかりのある書道家、

彫刻家、画家などと協力関係を構築していくことは、今後の市の財産となり得る貴重な資料や

作品を散逸させないために重要であると認識しております。しかしながら、このような連携に

より、将来的に寄贈や寄託をされた芸術作品を常設展示し、市民に日常的に触れていただくた

めの公共施設がないという現状があります。当市の貴重な財産である、芸術分野における偉人

の方々との良好な関係性継続に向けた取組については、市民への郷土の作家による優れた芸術

作品に触れる機会の提供と捉えながら、引き続き様々な手法について検討してまいります。 

 私も昨日の夕方、ひたち野うしくに画廊を毎年ずっと継続してやっている方がいまして、そ

こに行ってまいりました。非常に人は少なかったのですが、非常にその作家さんたちが、その

作家は龍ケ崎の方だったのですけれども、非常にそういうことで地道に自分たちの作品をしな

がら、そしてそのようなことで活躍されているということは、本当に私も見てうれしいと。そ

して、少しの機会があると私は行って見せてもらって、そのように牛久において本当に、牛久



にはそのような人が、逆に龍ケ崎から牛久にそういう場所を使ってやるんだよという人がいる、

これはすばらしいことなのかなと私は思っています。 

 ですから、そういうことをやるときは、牛久に来てやってくださいよというのを、これは広

域の大きな魅力につながるのかなと思っております。 

 また、山中一馬さん、能の日本の代表する方なのですが、その方といろんな話をしながら、

せっかくのそういう偉人の方が、現在でも元気な方がおりますので、そういう方たちとも連携

しながら、牛久の小学校、中学校ですけれども、そして一般市民の方にももっともっとそうい

う能に対する見識を深めていただくいい機会をつくっていくことも、私たちのできる責務だと

考えています。 

○杉森弘之 議長 柳井哲也議員。 

○７番 柳井哲也 議員 思いの答弁を語っていただき、うれしく思っています。 

 こういう牛久市ゆかりの偉人がたくさんいるものですから、ぜひ合同展という形でも結構だ

と思います。実現できるよう希望しながら、質問を終わりにいたします。よろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

○杉森弘之 議長 以上で７番柳井哲也議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１５時１０分といたします。 

                午後３時０１分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後３時１２分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １９番市川圭一議員から早退の申出がありました。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１番鈴木勝利議員。 

      〔１番鈴木勝利議員登壇〕 

○１番 鈴木勝利 議員 改めまして、こんにちは。本日最後の質問となります。公明党の鈴

木勝利でございます。 

 通告順に従いまして、一般質問をいたします。 

 まず最初に、教員による児童生徒に対する性暴力の根絶についてということです。 

 学校の先生方は、時には自分や自分の大切な家族を二の次にしてでも児童生徒のことを第一

に考え献身的に行動しているということは、同じ立場にあった我が身を顧みても間違いないこ

とだと思います。だからこそ先生方の心身の健康を考え、時間や業務の在り方を見直し、先生

方が元気な姿で児童生徒に向き合い、児童生徒のために十分な力を発揮してもらえるように、



教育委員会をはじめ行政側は学校の働き方改革に十分に力を注ぐ必要があると考えます。 

 しかし一方で、残念なことに、教員という立場を利用し、あるいは教員という自覚を欠いて、

児童生徒に対して決して許されない行為に及ぶ者もいることは事実です。中でも児童生徒に対

するわいせつ行為は卑劣な断じて許されない行為です。それはその子に、たとえ身体の傷は癒

えても、心に生涯決して消えない傷を負わせてしまうことになります。また、学校や教員に対

する信頼を大きく失墜させることになります。さらに、学校や誠実な行動に徹している多くの

教員に対する裏切り行為にほかなりません。ところがいまだにこうした事件が後を絶ちません。 

 先日も県内の公立中学校に勤務する２７歳の男性教諭が女子生徒を抱き締めるなどのわいせ

つ行為をしたとして、県教育委員会が１１月１２日付でこの教諭を懲戒免職としたとの報道が

あります。この教諭は今年７月、勤務する中学校の教室で特定の女子生徒に対し２回にわたっ

て抱き締めたりキスをしたりといったわいせつ行為をしたということです。女子生徒が９月に

他の教員に相談したことで発覚し、県教育委員会が聞き取り調査をしたところ、当該教諭は事

実を認めたということです。ほかにも３月に県内の公立中学校の２６歳の男性教諭が、男子便

所の小便器内に小型カメラを設置し複数の男子生徒の陰部を盗撮し懲戒免職になったり、６月

には東京都足立区の３３歳の男性教諭が、自分が勤務する小学校の女子便所に小型カメラを置

き児童を盗撮した疑いで児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたり、１０月には東京都板橋区で小

学校の２９歳の男性教諭が、児童を教室に鍵をかけて閉じ込め胸を触るなどのわいせつな行為

をした上で口止めを約束させたなどとして逮捕されたという事件等々、こうしたわいせつ教員

の事例は枚挙にいとまがありません。 

 ところで、ここで誤解を恐れずに申し上げますが、こうした事件が起きると、どうしても学

校の先生はなどと、教員一般の資質や教員全体の規律の問題に帰する傾向があります。２０１

９年度にわいせつ行為などで懲戒処分を受けた公立小中高校などの教職員は２７３人、うち１

２６人が児童生徒に対するものであったという報告があります。これは前年度に次いで過去２

番目に多い数字となり、近年増加傾向にあります。しかしながら、全国の公立小中高校の教職

員は９２万人を数えます。すると割合的には、そうした事件を起こす教員は全体の０．０３％

です。どんな組織や団体にも一定数の犯罪を犯す指向、傾向の持ち主が存在することは否めま

せん。したがって、教員の資質の問題などに一般化されては、冒頭にも述べましたとおり、誠

意を尽くして児童生徒に向き合っているほとんどの多くの教員を侮辱するにも等しい話です。

そのことをまず十分に認識していただいた上で、改めて教員のわいせつ事件など決して許され

るものではなく、その根絶に向けてあらゆる努力をしていかなければなりません。 

 国でも、こうした度重なる事件を踏まえて、本年６月４日、教育職員等による児童生徒性暴

力等の防止等に関する法律が公布され、教職員等による児童生徒等に対するわいせつ行為等を



児童生徒性暴力等と定義し、刑事罰の対象とならない行為も含み、児童生徒等の同意の有無や

暴行、脅迫等の有無にかかわらず禁止としました。 

 また、児童生徒性暴力により懲戒処分となった教員に対し、失効した教員免許を再交付しな

い権限が都道府県教育委員会に与えられました。従来、教員がわいせつ行為で懲戒免職となり

教員免許が自動的に失効しても、３年たてば本人からの申請により都道府県教育委員会が教員

免許を再交付することができるようになっていました。このため過去の処分歴を隠して他の自

治体で復職し、わいせつ行為を繰り返す悪質なケースが問題となっていました。そこで、都道

府県教育委員会は、第三者機関である免許状再授与審査会の意見を聴き、教員不適格と判断し

た場合、免許を再交付しないことを可能としました。また、児童生徒性暴力等で免許を失効し

た人の氏名や理由などの情報を共有するデータベースを国が整理し、教育委員会が活用するこ

とになりました。 

 しかしながら、事が起こってからでは何もなりません。未然に防止することが肝要です。こ

うした事件が起きるたびに、いつも決まって信頼を著しく失墜させるものであり、重く受け止

めて再発防止に努めたいなどと陳謝したという報道がありますが、では一体どのように再発防

止に努めているかが伝わってきません。 

 そこで、本市ではこのような事件を起こさないためにどのような未然防止策に取り組んでい

るのか、伺います。 

 まず、近年における本市の教職員がわいせつ行為等で懲戒処分となった件数、うち児童生徒

性暴力等件数及び当該性暴力等の内容について伺います。 

○杉森弘之 議長 染谷郁夫教育長。 

○染谷郁夫 教育長 少なくとも私が知っている限り、ここ９年間においては、本市教職員の

わいせつ行為等はありません。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 それでは、児童生徒性暴力等が起こらないようにするために、本市

ではどのような具体的な対策に取り組んでいるのか、伺います。研修や相談体制の確立はもち

ろん、例えば児童生徒の相談の際には児童生徒１人に対して教員１人にしないとか、相談時に

はドアや窓を開けて対応するとか、具体的な取組を伺います。 

○杉森弘之 議長 染谷郁夫教育長。 

○染谷郁夫 教育長 まず、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が公布

されたことを受けて、８月に市内各学校に対して、教員による児童生徒への性暴力は、児童生

徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対して生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの重大

な悪影響を及ぼすものであることから、決して許されるものではないことを指導しております。 



 また、１１月に新聞報道された県内の中学校教諭のわいせつ事案を受けて、１１月２６日に

校長会を開き、改めて指示したところです。 

 具体的には、性暴力が空き教室等で二人きりの状況で行われている傾向があることから、同

性異性を問わず、密室で教員が児童生徒に対して１対１での個別指導をしないこと、また密室

にならないように扉や窓を開けておくこと、使用しない教室については施錠と鍵の管理を徹底

することを指示しております。 

 また、ＳＮＳの安易な使用が教員と児童生徒の不適切な行為に発展することから、管理職の

許可や保護者の同意なく、電子メールやＳＮＳを使って児童生徒と私的なやり取りをしないこ

と。また、児童生徒を車両に同乗させたり、学校外で会ったりしないことなどを改めて徹底す

るよう指示しました。 

 それ以外にも、校内の危険箇所を確認する安全点検において、死角となる場所がないかを確

認するように指示しました。 

 さらに、本市では校長や教頭が授業時間中に各教室を見回りながら授業づくりに関わってお

りますので、その際に、各担任がいるべき場所にいるかどうか、特定の児童生徒が担任と行方

不明になっていないかどうかなどを確認することも併せて指示しています。 

 今後も性暴力を生まない体制整備を進めてまいりたいと考えております。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 そうした取組にもかかわらず、児童生徒性暴力等あるいはその疑い

が発覚した場合、教育委員会や学校はどのように対応するのか。そしてまた、被害者となった

児童生徒に対してどのような支援策を講じるのか、伺います。 

○杉森弘之 議長 染谷郁夫教育長。 

○染谷郁夫 教育長 教員による児童生徒に対する性暴力等やその疑いが発覚した場合には、

学校は教育委員会にすぐに報告することとなっております。そして、教育委員会が主導の下、

学校と連携しながら、児童生徒の人権を最大限尊重しつつ、安全を最優先に対応しています。 

 具体的には、被害児童生徒と教員との接触を遮断し、児童生徒の安全確保をいたします。そ

のために、校長の権限の下に直ちに加害教員を児童生徒と接しない環境に置くこととします。

このとき、被害児童生徒を保健室登校にするといった対応ではなく、加害教員をこれまであっ

た環境から遠ざけ、再被害及び口封じなどの証拠隠滅をさせないようにいたします。 

 次に、被害児童生徒に対しては、誰に、何をされたのかという点を簡潔に聴き取り、その後

は児童相談所に協力を要請し、被害確認の技術を持つ者に面接を実施してもらいます。また、

性暴力を受けた後、被害児童生徒はもちろんその保護者の悩みや不安については、医療、福祉

分野とも連携し、カウンセリング等の必要な支援を継続して行っていきます。 



 加害教員に対しては、教職員が事実認定の専門家でないことに考慮し、弁護士その他の専門

知識を有する者に聴き取りを依頼します。性暴力は犯罪ですので、ちゅうちょせず警察に告発

いたします。 

 教員の児童生徒への性暴力等が発覚した場合の教育委員会や学校の対応、また被害児童生徒

への支援策については、まだ十分ではないと考えております。来年度文科省が総合的対処モデ

ルを策定するとのことですので、本市でもそのモデルを参考にしながら、今後見直しを行って

まいります。以上です。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 本日は小中学校教員というのを例示しましたが、これは幼児教育あ

るいは保育施設の場でも例外ではないと思います。子供たちにとって全ての教員が信頼される

存在であり、学校が安心して暮らせる居場所であるように、心して対応していただけるように

念願いたします。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 本市職員の男女共同参画の現状についてということです。 

 去る１０月３１日の衆議院議員選挙では、当選した４６５人中、女性は４５人で、前回４年

前の衆院選より２人少なくなりました。割合で換算すると全衆院議員に占める女性の比率は今

回が９．７％で、前回より０．４ポイント少なくなりました。 

 さて、平成３０年に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が成立し、国政選挙

などで男女の候補者数を均等にするように政党に求めていましたが、今回の全候補者１，０５

１人中、女性候補者の割合は１７．７％にとどまったという結果も出ています。 

 内閣府男女共同参画局によると、令和２年６月時点で日本の女性の衆院議員の割合は９．

９％、これは世界１９０か国中１６３位で、経済協力開発機構、ＯＥＣＤ諸国の中では最低の

水準です。 

 なお、今年３月、世界経済フォーラムが発表した政治、経済、教育、健康の４分野に分けて

各国の男女格差をはかるジェンダーギャップ指数では、２０２１年の日本の総合スコアは０．

６５６、順位は１５６か国中１２０位、前回と比べてスコア、順位ともほぼ変わらず、先進国

の中では最低レベル、アジア諸国の中では韓国や中国、ＡＳＥＡＮ諸国よりも低い結果となっ

たというデータも出ております。特に、経済、政治分野における順位が低く、その要因として、

国会議員や大臣、行政府の長のそれぞれの女性の割合、女性管理職の割合が低いことや、一方

で女性の７割以上が労働力にもなっているにもかかわらず、その多くはパートタイムの職であ

り、女性の平均所得が男性よりも低くなっていること等が指摘されております。 

 このように、男女平等、女性の社会進出が長年叫ばれ続け、男女雇用機会均等法あるいは男



女共同参画社会基本法、女性活躍推進法等々の法整備がなされてきたにもかかわらず、現実に

はなかなか改善されてきていない現状が浮き彫りになっております。今やＬＧＢＴＱの尊重が

うたわれる時代になって、いまだに男女格差の是正が遅々として進まない日本の現状に暗たん

たる思いを抱かざるを得ません。 

 翻って本市の現状をかいま見ますと、例えばこの議場において、議員席側では欠員数を考慮

しても議員定数２２人中、８人が女性であり、実に割合で３６％と全国の市町村議会に占める

女性議員の比率が１５％未満であることから考えると非常に高い水準にあり、高く評価される

べきだと思います。また、議長こそ男性ですが、議会運営委員会をはじめ６つの常任委員会の

うち半分の３つの委員長は女性です。 

 一方で、執行部席側はいかがでしょうか。本市でも平成１５年に牛久市男女共同参画推進条

例を制定し、また３次にわたって牛久市男女共同参画推進基本計画、実施計画を策定し、その

実現に向けて取り組んでまいりました。さらに、女性の職業生活における活躍推進という観点

から、平成２８年には牛久市特定事業主行動計画も策定されました。 

 そこで、本市の職員の男女共同参画の現状、言い換えれば女性職員の現状について伺ってい

きたいと考えます。 

 牛久市特定事業主行動計画によると、本市の職員採用における女性の割合は、平成２４年度、

２２．２％、平成２５年度、２３．１％、平成２６年度、４２．１％、平成２７年度、３０．

８％となっており、一貫して女性職員採用数が男性職員採用数より少ない傾向が見られます。 

 それでは、現在の本市の女性職員の割合及び近年の女性職員採用の割合はどうなっているの

か、伺います。 

○杉森弘之 議長 二野屏公司総務部次長。 

○二野屏公司 総務部次長兼人事課長 当市の女性職員の割合につきましては、令和３年４月

１日現在で３役、指導主事等の県派遣職員を除いた３９０名中１５３名が女性であり、割合は

３９．２％となっております。 

 また、近年の女性職員の採用の割合につきましては、平成２９年度が３８．９％、平成３０

年度が５５．６％、平成３１年度が７０．０％、令和２年度が６５．０％、本年度が３８．

９％となっております。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 ただいまの答弁を伺うと、ここ最近では女性職員の採用数が多くな

っている傾向があり、かつての男性採用偏重からの改善が見られます。本市の男女共同参画実

現への努力と受け止めていいかと思います。 

 では次に、本市の女性職員の管理職登用の状況について伺います。 



 まず、本市における管理職とは、その職位名を伺います。また、職位ごと及び部署ごとの女

性管理職の割合について伺います。 

○杉森弘之 議長 二野屏公司総務部次長。 

○二野屏公司 総務部次長兼人事課長 当市では管理職は大きく分けて部長、次長、課長、課

長補佐の４つに区分しており、それぞれの女性の割合は部長１１．１％、次長１６．７％、課

長２９．０％、課長補佐２１．７％、全体で２２．３％となります。 

 また、部署ごとの管理職の割合は、市長公室１６．７％、経営企画部ゼロ％、総務部１７．

６％、市民部１５．４％、環境経済部１６．７％、保健福祉部６５．０％、建設部７．７％、

議会事務局ゼロ％、教育委員会事務局１３．３％、その他が１６．７％となっております。以

上です。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 女性の管理職員数が男性のそれより少ないのはなぜなのか、伺いま

す。 

○杉森弘之 議長 二野屏公司総務部次長。 

○二野屏公司 総務部次長兼人事課長 女性管理職員の数が男性より少なくなっている理由に

つきましては、要因の一つとして、管理職の６６．１％が５０歳以上でありまして、５０歳代

の女性職員の割合は２８．２％であり、２０代５０．７％、３０代４７．５％、４０代４６．

０％と、他の年代と比較しますとかなり低い割合となっておりますので、それが一つの要因と

考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 女性職員が、年齢が高くなるに従って少ないということは、なぜな

んですか。 

○杉森弘之 議長 二野屏公司総務部次長。 

○二野屏公司 総務部次長兼人事課長 これは、一時期、家庭の事情等により退職される女性

職員が多かったことが一つの要因と考えられます。以上です。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 それでは、保健福祉部は６５％と非常に高い割合になっております

が、これが部署によって女性の管理職員数に大きな差があるのはなぜなのか、伺います。 

○杉森弘之 議長 二野屏公司総務部次長。 

○二野屏公司 総務部次長兼人事課長 管理職の配置につきましては、適正な業務遂行に必要

な人材の配置を念頭に行っており、その結果として部署により性別の偏りが生じていると認識

しております。以上です。 



○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 すみません、もう少し具体的に、その適正な業務遂行という中身を

教えていただければと思います。 

○杉森弘之 議長 二野屏公司総務部次長。 

○二野屏公司 総務部次長兼人事課長 業務の内容によって、市民にどういった方に接するか

や、そういった各課の持つ業務の内容に適しているという考えも一つの要因であります。以上

です。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 それがなぜ男女の管理職登用の差になるのか、どうしても分からな

いのですが、その辺を教えていただければと思います。 

○杉森弘之 議長 二野屏公司総務部次長。 

○二野屏公司 総務部次長兼人事課長 保健福祉部は、一部の職として、専門職の女性が多い

ということもありまして、そういった方が年齢を重ねて管理職に上がるということもあるので、

割合が高くなっている部分もあると思います。以上です。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 まだちょっとよく分からない部分がありますが、職員採用や管理職

登用において、男女均等数を発生する目途について伺います。 

○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 私が就任してから、これまでも職員の採用や管理職への登用は、性別にか

かわることなく行っております。私は、その人の能力があるか、そして資質があるかを酌み、

それが女であったのか、男であったのかということで私は判断していません。ですから、その

結果、私はそのように、同数にとか、数字を求めるものではありません。ですから、あくまで

もその個人の能力で私は採用なり、そして管理職への登用をしてまいりました。そういう中で、

結果的になってしまったということであります。 

 でも、女性管理職の割合が約２０％を目指すと言われてございますけれども、現在は２２．

３％。数字で言うならば、３５％以上あってもいいのかなという、全てがこの数字ではありま

せん。私はこれからも、やはりその人の能力があって、そして意欲がある方に私は管理職のほ

うに、何といいますか、そのときはそうしています。そういう面では、若い人であっても、こ

の人は能力があれば管理職に私は現在もしています。ですから、そういう職員の意欲があって

能力がある人間は、若い４０代前半でも管理職に就くこともあると。これからもそのようなこ

とで、そのような観点で、男性女性関係なく、私はそのような職員の採用であったり、管理職

の登用に当たるつもりです。 



○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 市長のおっしゃっている能力があるか資質があるかで判断するのは、

正しいと思います。 

 では、なぜこれまで男女でこのような差ができてしまったのか。能力、資質が男性のほうが

上回っていたのか、どうしてもそう考えざるを得ません。女性が男性と同じ社会的な立場に立

ち、数的にも男女均等であるためには、まだまだ根強い性別による固定的役割意識の変革が求

められると思います。アンコンシャスバイアスという言葉を御存じでしょうか。無意識の思い

込みとでも訳するのでしょうか。例えば、共働きでも男性は仕事を、女性は家庭を優先すべき

だと聞いて疑問を持たずに受け入れているとしたら、それがアンコンシャスバイアスです。内

閣府男女共同参画局が去る９月３０日に公表した調査から、多くの人が性別に関するアンコン

シャスバイアスがあることが分かりました。職場における性別役割意識に関する結果を見ると、

育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない、組織のリーダーは男性のほうが向いてい

るという２項目が男女ともに最も多かったということです。また、次に多かったのは、男性で

は、受付、接客、応対、お茶出しなどは女性の仕事だ、一方で女性では、大きな商談や大事な

交渉は男性がやるほうがよいということです。さらに、同程度の実力なら、まず男性から昇進

させたり管理職に登用させたりするものだという意識が男性に強いことも浮き彫りとなりまし

た。これら男女がともに持つ性別役割意識が女性の活躍を阻む要因の一つとなっているようで

す。 

 同時に、出産、育児に対する休業取得、保育所等の施設、女性の離職を防ぐ体制等、女性が

社会進出し働きやすい環境の整備に努めることが必要不可欠です。また、職階の違いや勤続年

数の差、諸手当支給の有無等に伴う男女の賃金格差が是正されなければなりません。さらに男

性が積極的に家庭において育児や家事に取り組むようになることなどが必要不可欠です。 

 私は、女性の感性や女性の視点というものは、社会や人間の生き方にとって非常に重要なも

のだと考えます。女性ならではの想像力とか、女性ならではの気づきとか、それは決していわ

ゆるジェンダー、社会的性差を言っているのではなく、女性の生物学的な性差に起因するもの

だと思われますが、これまではそうした感性や視点からの社会に対する取組が不十分だったと

考えます。だからこそ、あえてもっと女性に社会進出し、男性と同じ立場に立ってあらゆるこ

とに積極果敢に取り組んでいただきたいと考えております。 

 今後、本市において、男女共同参画社会を確立するために必要なことは何だと考えますか。

本市の見解を伺います。 

○杉森弘之 議長 根本洋治市長。 

○根本洋治 市長 私は、市長になってから、男だから、女だからということは一切考えてい



ない、そういう物の見方で仕事をしていません。うちの市長室でも、男性がお客様にお茶を出

します。ですから、私は男だ女だということではなくて、さっき言ったようにその人の持つ資

質、確かに女性というのは非常に環境においても、育児、出産、ございます。家庭もいろんな

仕事もある。ですから、若い職員にも、男性でも育児休暇を取りなさいと、そういうことをし

ながら、お互いに夫婦も働いております。ですから、そういう面で、僕は逆にそういう感覚で

仕事をしていないものについて、そうしているだろうと言われると、非常にちょっと私も違和

感があります。 

 ですから、これからの社会は、私はお互いに尊重しながら、いろんな肉体的、精神的な性差、

それもございます。それを認め合いながら、私たちは共生しながらこの社会をつくる。これが

僕は一番重要だと思っています。ですから、これまでのように、男性だから、女性だからとい

うことで、一切私はこれからもやっていくつもりはありませんし、能力ある方は男性でも女性

でも部長だとか、そのようになっていく方が、私はそういう社会、そしてこういう組織が出来

上がる、それが一番私は理想的だと。理想的というより、私が望む社会でございます。 

○杉森弘之 議長 栗山裕一市民部次長。 

○栗山裕一 市民部次長兼市民活動課長 牛久市では、性別にとらわれることなく、全ての市

民が対等な関係に立ち、互いの人権の尊重と実質的な男女平等が実現される社会を目指し、市

民・事業者・行政が一体となって男女共同参画を推進するため、牛久市男女共同参画推進基本

計画を策定しております。 

 策定に際しては、１８歳以上の市民に対して家事分担や職場環境など日常生活に関する現状

や意識を問う調査の実施や、市内の事業者に対しては男女共同参画の取組に関する実態を把握

するためのアンケート調査を実施して、それらの調査結果を基に、牛久市男女共同参画審議会

に諮り計画に反映させております。 

 また、市では計画に沿った施策を推進していくために男女共同参画推進会議を定期的に開催

し、計画の進捗状況を確認しているほか、取組の弱い部分や必要性の高い部分の見直しを含め

審議会委員の専門的知見による助言を基に改善を重ねております。 

 家庭・地域・職場においていまだに残る性別による固定的な役割分担を持つ慣習見直しのた

めの意識啓発をさらに進めていくことや地域社会における様々な問題を解決するためには、多

様な視点が必要であることから、今後も防災、防犯、交通安全などあらゆる分野において一人

一人の市民が男女共同参画の視点を持ち、個性と能力を十分に発揮した活動ができますよう推

進してまいります。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 本市では、男女共同参画社会の実現に向けて大変努力していること



は理解いたしました。当質問では、本市の職員を例に挙げましたが、それは私たち本市の職員

も同じことです。比較的女性の比率が大きいとはいえ、それで十分とは言えません。男女の数

が実質的に均等にはなっておりません。 

 今後は、職員の皆様と手を携えながら、ぜひとも本市が男女共同参画社会の先進事例となれ

るよう共々に努力してまいりたいと思います。 

 それでは、最後の質問になります。市役所庁舎移転と牛久駅周辺地域及び東部地区の活性化

についてでございます。 

 牛久駅周辺地域及び東部地区活性化に対して、一つの提案をしたいと考えます。それは、市

役所庁舎を旧奥野小学校跡地に移転することによって東部地区に人の流れを促し、一方で市役

所庁舎移転後の跡地に商業施設やスポーツ施設あるいはサテライトオフィス等の職場環境、高

層マンション等の居住環境等を将来の発展的効果を考慮して整備することによって、牛久駅周

辺地域の活性化を図るというものです。 

 東部地区は農村地域で、近年、高齢化、過疎化が進み、農業後継者の不足、不在や耕作放棄

地の増大等が問題となっております。農地の集約化やスマート農業による生産性の向上、６次

産業化等、農業振興に向けての取組が考えられておりますが、農業に依存するだけでは今後の

発展を見込むことは難しくなっております。 

 今、おくの義務教育学校の開校に伴う旧奥野小学校跡地の利活用についての議論がなされて

おります。同僚議員からも様々な案が出されております。その一つの案として、市役所庁舎の

移転を考えてはどうでしょうか。まず、本庁舎も分庁舎も耐震化は十分されているとは思いま

すが、建物自体の老朽化は否めません。万一大きな災害によって機能不全となった場合、市の

司令塔としての重要な役割が失われます。また、現庁舎の狭い空間は市民との対応時における

個人情報やプライバシーの問題が指摘されております。そうした点を考慮すれば、今後の新設

計画も考えないではいられません。 

 次に、市役所庁舎が今のこの地にあることが最適でしょうか。ここの立地環境を考えてみる

と、例えば駐車場の現状です。今の駐車場は狭く、しかもその土地の傾斜が大きいため、交通

事故やトラブルの発生が常に懸念される状況にあります。そこで、市役所庁舎を新天地に移転

新設してはどうでしょうか。これを東部地区に移転すれば、人の流れは確実にできるはずです。

そこから東部地区の新たな発展が考えられるのではないでしょうか。 

 一方で、急激に進んでいる牛久駅前の空洞化、駅周辺地域の沈滞化を打開し、にぎわいのあ

るまちづくりのために様々な議論がなされております。しかし、既存の施設や建物の利活用を

考えるだけでは大きな打開策とはなり得ないのではないでしょうか。そこで、市役所庁舎を移

転することによって、ここ移転後跡地に商業施設あるいはスポーツ施設、もしくは高層マンシ



ョン等の居住環境を誘致整備し、牛久駅から牛久シャトー、そしてエスカード牛久ビルまでも

含めた包括的な牛久駅周辺地区の再開発を考えてはいかがでしょうか。 

 スポーツ施設について一言すれば、先日の東京オリンピックで話題になったスケートボード

やボルダリングの練習場を考えてみてもよいかと思います。もちろん財政的な問題をはじめ

様々な課題、問題はあるかと考えます。何よりもそもそも市民の賛同が得られるのかという問

題はあります。しかしながら、今後の牛久市全体の発展を考えると、こうした提案も一つの考

慮に値するのではないかと考えます。 

 そこで、本提案の大前提として、市役所庁舎移転の考えがあるのか、移転の考えがあるとし

たら旧奥野小学校跡地に市役所庁舎移転という選択肢は考えられるのか、伺います。 

○杉森弘之 議長 植田 裕総務部長。 

○植田 裕 総務部長 まちづくりを進めていく上で、庁舎の所在地を検討することは非常に

有効であると考えます。しかし、現時点で旧奥野小学校の利活用として市庁舎を移転するとい

う計画はございません。庁舎の移転に関しましては、本庁舎等の老朽化の状況等を見極めなが

ら、必要に応じ検討を進めるものと考えております。以上です。 

○杉森弘之 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 それでは、以上で私の一般質問を終了いたします。 

○杉森弘之 議長 以上で１番鈴木勝利議員の一般質問は終了いたしました。 

 本日の一般質問は、これまでで打ち切ります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて延会いたします。御苦労さまでした。 

                午後４時００分延会 

 

 


